
 

 

 

 

 

 





 

 

はじめに 
 

「すべてのこどもは未来の希望であり、まちのかけがえのない

宝です。」これは、倉敷市で育つすべてのこどもが幸せに暮らせ

ることを目的に、平成２４年４月に制定した「倉敷市子ども条例

（現：倉敷市こども条例）」の冒頭の言葉です。 

本市では、私たちのまちの未来を担う「宝」であるこどもたち

が健やかに成長し、幸せに暮らせる環境を整えるため、「倉敷市

こども条例」をこども・子育ての最上位規範とした、「くらしき子

ども未来プラン」を平成２７年３月に策定し、また、令和２年２

月には「くらしき子ども未来プラン後期計画」を策定し、様々な取組を進めてまいりました。 

 

この度、「くらしき子ども未来プラン後期計画」の計画期間の満了に伴い、これまでの取組を

踏襲しながらも、本市のこどもや家庭及び地域を取り巻く環境の変化に対応するとともに、国

の動向等も踏まえた、令和７年度を初年度とする「第二次くらしきこども未来プラン」を策定い

たしました。 

この計画は、令和５年４月に施行された「こども基本法」に基づく「市町村こども計画」とし

ても位置付けており、こども・若者に関する施策を一体的・総合的に推進することで、すべての

こども・若者が将来にわたって幸せな生活を送ることができ、すべての家庭が安心して子育て

できる「子育てするなら倉敷でと言われるまち」づくりを進めてまいりますので、引き続き皆様

のご協力をお願い申し上げます。 

 

終わりに、この計画の策定にあたり、熱心にご審議いただきました「倉敷市子ども・子育て支

援審議会」の委員の皆様をはじめ、こども・若者意見聴取に参加してくださった皆様、アンケー

トやパブリックコメントなど様々な機会を通じて貴重なご意見をいただきました市民の皆様に

心から感謝申し上げます。 

 

 

 令和７年３月 

 

倉敷市長  伊 東 香 織   
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第１章 計画の策定にあたって 

１ 策定の背景 

近年、社会の急激な変化が進む中で、わが国のこどもや子育てをめぐる環境は依然と

して厳しい状況となっており、出生数は、令和５年時点で８年連続減少し、過去最少を更

新するなど、少子化の進行、人口減少に歯止めがかかっていない状況にあります。 

また、核家族化、デジタル化、グローバル化、価値観の多様化などの社会情勢の様々な

変化により、子育ての孤立化、児童虐待、不登校、引きこもり、こどもの貧困、ヤングケ

アラー、若者の未婚化・晩婚化などの状況が顕在化するなど、こどもや若者を取り巻く環

境にも影響を及ぼし、かつ、それぞれが複雑に絡み合ってきています。 

こうした、こどもや若者を取り巻く多様化・複雑化する課題に対し、国では、これまで

も平成２７年度からの「子ども・子育て支援新制度」の本格施行などにより、一人一人の

こどもが健やかに成長できる社会の実現を目指してきました。 

さらに、次代の社会を担うすべてのこどもが将来にわたって幸福な生活を送ることが

できる社会の実現を目指し、こども施策を総合的に推進することを目的とした「こども

基本法」を令和５年４月に施行しました。 

また、常にこどもの最善の利益を第一に考え、こどもに関する取組・政策を社会のまん

なかに据える「こどもまんなか社会」の実現を掲げ、そのための新たな司令塔としてこど

も家庭庁が創設され、令和５年１２月には「こども大綱」※、「こども未来戦略」※を策定

し、政策を更に強力に推進しています。 

本市では、これまでも、子育ち・子育てを地域社会全体で支援するため、平成２４年４

月に「倉敷市こども条例」※を施行し、保護者、学校園等、事業者、地域住民及び行政の

それぞれの役割のもと、地域ぐるみで、こどもと子育て家庭を支えています。また、平成

２７年度からは、倉敷市こども条例を最上位の規範として位置づけた「くらしき子ども

未来プラン」を策定し、こどもの成長と子育て家庭への支援施策を総合的に進めてきま

した。 

この度、くらしき子ども未来プラン後期計画が令和６年度に終了することから、国の

動向や、こども・若者を取り巻く新たな課題に対応し、これまでの本市の取組を更に推し

進めるため、新たな計画となる「第二次くらしきこども未来プラン」を策定します。 

※【こども大綱】： これまで別々に作られてきた「少子化社会対策大綱」「子供・若者育成支援推進大綱」「子供の貧困対

策に関する大綱」を一元化し、こども基本法に基づき、こども施策を総合的に推進するための、政府全体のこども施策

の基本的な方針等を定めている。すべてのこども・若者が身体的・精神的・社会的に将来にわたって幸せな状態（ウェ

ルビーイング）で生活を送ることができる「こどもまんなか社会」を目指すことを掲げている。 

※【こども未来戦略】：若者・子育て世代の所得を増やす、社会全体の構造や意識を変える（共働き・共育ての応援）、す

べてのこどもと子育て世帯をライフステージに応じて切れ目なく支援していくことを、戦略の基本理念とし、若い世代

が希望どおり結婚し、希望する誰もがこどもを持ち、安心して子育てできる社会、こどもたちが笑顔で暮らせる社会の

実現を目指している。 

※【倉敷市こども条例】：こども基本法を踏まえ、条例名及び条文中の「子ども」を平仮名の「こども」表記に改めた。

（令和７年２月改正）  
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２ 計画の位置付けと性格 

（１）法的根拠と性格、関連計画との関係 

本計画は、平成２４年４月１日施行の「倉敷市こども条例」を最上位の規範とし、「倉

敷市第七次総合計画」の分野別計画として、本市のこども・子育てに関する「基本計画」

の役割を有し、家庭における子育てを中心に、学校園等、地域、団体、企業、行政など、

社会全体で子育て支援に取り組むための方向性を示すとともに、市がこどもの成長と

子育て家庭への支援施策を総合的に進めるための基本的指針となるものです。 

前計画に引き続き、以下の各法令等に基づく計画を包含し、さらに本計画より、こど

も基本法第１０条に基づく「市町村こども計画※」として一体的に策定します。なお同

法において、市町村はこども大綱、都道府県こども計画を勘案して作成することに努め

ることとされています。 

また本計画は、「倉敷市地域福祉計画※」の方向性を踏まえつつ、「くらしき健幸プラ

ン」「倉敷市障がい者基本計画」「倉敷市教育振興基本計画」など、保健・福祉・教育を

はじめ、各分野の個別計画との整合を保ち推進するものです。 

 

 【一体として策定する計画（紐付く法令・指針）】 

●子ども・子育て支援事業計画（子ども・子育て支援法第６１条） 

●子ども・若者計画（子ども・若者育成支援推進法第９条） 

●こどもの貧困対策計画（こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第１０条） 

●次世代育成支援行動計画（次世代育成支援対策推進法第８条） 

●ひとり親家庭等自立促進計画（母子及び父子並びに寡婦福祉法第１２条） 

●成育医療等に関する計画（成育医療基本方針等に基づく計画策定指針※） 

 

※【市町村こども計画】に含まれる内容：こども大綱は、こども基本法第９条において、こども施策に関する基本的な方

針、重要事項、こども施策を推進するために必要な事項について定め、①少子化社会対策基本法第７条第１項に規定す

る総合的かつ長期的な少子化に対処するための施策、②子ども・若者育成支援推進法第８条第２項各号に掲げる事項、

③こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第９条第２項の各号に掲げる事項を含むものでなければなら

ないとされていることから、こども大綱を勘案する市町村こども計画にも、これらを計画の内容に盛り込むことが求め

られる。 

 

※【倉敷市地域福祉計画】：各分野の個別計画を横断して、市の地域福祉における基本方針と施策展開の方向を明らかに

した計画。「互いに助け合い、支え合う地域づくり」「誰もが安心して相談でき解決につながる地域づくり」「地域で安

心して暮らすための仕組みづくり」を基本目標に掲げている。 

 

※【成育医療等基本方針に基づく計画策定指針】：成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療

等を切れ目なく提供するための総合的な推進に関する基本的な方針  
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【一体として策定する計画、関連計画のイメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２）計画の対象 

この計画では、対象を保護者や家族を含むすべてのこども・若者※と子育て家庭とし

ます。 

 
※【こども・若者】：こども基本法において「こども」とは「心身の発達の過程にある者をいう。」とされており、１８

歳や２０歳といった年齢で必要なサポートが途切れないよう、こどもや若者がそれぞれの状況に応じて社会で幸せ

に暮らしていけるように支えていくことを示したものであり、こどもが、若者となり、おとなとして円滑な社会生活

を送ることができるようになるまでの成長の過程にある者を指している。（こども大綱本文より） 

 

※ 本計画では、表記上の統一を図るため、こども基本法に基づき、固有名詞や法令等で定めるものを除き、平仮名の

「こども」に統一しています。 

倉
敷
市
教
育
振
興
基
本
計
画 

倉
敷
市
障
が
い
者
基
本
計
画 

 

く
ら
し
き
健
幸
プ
ラ
ン 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

な
ど
の
個
別
計
画 

倉敷市第七次総合計画 

倉 敷 市 こ ど も 条 例 

子ども・若者計画 

こどもの貧困対策計画 

ひとり親家庭等自立促進計画 

成育医療等に関する計画 

 

次世代育成支援行動計画 

整合性 

（こども計画） 

倉敷市地域福祉計画 

分野別計画 

第二次くらしきこども未来プラン 

子ども・子育て支援事業計画 
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３ 計画の期間 

この計画は、令和７（２０２５）年度を初年度とし、令和１１（２０２９）年度を目標

年度とする５か年計画としています。 

 今回の改定では、現行の計画を踏襲しながら、新たな行政課題等への対応のための部

分修正を行います。また、前計画の進捗と達成の状況を踏まえて、評価指標の目標値と第

５章の「量の見込み」と「確保方策」を新たに設定します。 

 また、５年間の計画期間中において、様々な状況の変化により見直しの必要性が生じ

た場合、適宜、計画の見直しを行います。 
   

◆ 本市における、こども・子育てに関する計画の変遷 

計  画  名  称 
< 計画の性格など > 

計 画 期 間 

① くらしき 子どものすこやか育成プラン 

・０歳から１８歳までの子どもの環境づくりに関する指針 

・倉敷版「エンゼルプラン」 

平成９～１８年度 

目標年度：平成１３年度 

平成１８年度 

② くらしき 子どものすこやか育成プラン 

・①の見直し計画 

・倉敷版「新エンゼルプラン」 

平成１３～１７年度 

③ 倉敷よい子いっぱい育成プラン 

・市が子どもの成長と子育て家庭への支援施策を総合的に進

めるための基本的指針 

・倉敷版「市町村行動計画」 

平成１７～２６年度 

目標年度：平成２１年度 

④ 倉敷市次世代育成支援行動計画（後期） 

・③の見直し計画 

・倉敷版「市町村行動計画」（後期） 

平成２２～２６年度 

⑤ くらしき子ども未来プラン 

・④を継承する計画 

・「倉敷市子ども・子育て支援事業計画」 

平成２７～３６年度 

目標年度：平成３１年度 

⑥ くらしき子ども未来プラン（後期） 

・⑤の見直し計画 

・「第二期倉敷市子ども・子育て支援事業計画」 

令和２～６年度 

⑦ 第二次くらしきこども未来プラン 

・「倉敷市こども計画」 

・「第三期倉敷市子ども・子育て支援事業計画」 

令和７～１１年度 

目標年度：令和１１年度 
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４ 計画の策定体制等 

（１）策定体制 

子育て家庭へのニーズ調査や、こども・若者等の意見等を踏まえた計画の案につい

て、庁内で検討した上で、これを「倉敷市子ども・子育て支援審議会」に諮ったのち、

計画案を確定し、計画を策定する体制としました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 倉敷市子ども・子育て支援審議会 

審議会は、幅広い立場から意見をいただくため、児童福祉関係者や学識経験者のほ

か、市民代表である公募委員２名を含む２０名で構成し、令和５年１１月から令和７

年１月まで計５回の会議を開催して、計画内容を入念に審議いただきました。 

 

② 庁内策定体制 

審議会に提示する計画案を作成するため、市長・副市長・教育長と庁内関係局の代

表者で構成する「少子化対策推進本部」、庁内関係各部の代表者で構成する「幹事会」

及び主要な関係部署で構成する「作業部会（ワーキンググループ）」を中心に、各関

係部署と意見交換や協議・調整を図りました。 

 

（２）市民意向（子育て家庭、こども・若者の意見）、関係団体の意見の把握 

こども基本法第１１条において、こども施策を策定・実施・評価するにあたっては、

こども・若者の意見を反映させるために必要な措置を講ずる旨が定められていること

から、子育て家庭へのニーズ調査に加え、こども・若者を対象にしたアンケート調査や

意見聴取を実施しました。 

 

① ニーズ調査（こども・子育て支援制度等に関するアンケート調査） 

就学前児童・小学生の保護者を対象に、教育・保育施設のニーズや、子育てに関す

る支援サービスのニーズ（量の見込み）などを把握するために実施しました。 

 

 

 

 

 

・ニーズ調査 

・こども・若者意向調査 

・こども・若者意見聴取 

・関係団体ヒアリング 

・パブリックコメント 等 

市民 倉敷市 

倉敷市 

子ども・子育て

支援審議会 

少子化対策推進本部 

作業部会・ 

関連部署 

幹事会 

公募委員 意見 

提示 

庁内 

参加 
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② こども・若者等意向調査（生活状況・意識に関するアンケート調査） 

市内に住む小学生・中学生・高校生・１８歳～４９歳の方を対象に、こども・子育

て支援施策の充実を図るための基礎資料とする目的で、こどもや若者等の生活実態、

結婚や子育て、将来のことなどに関する意識調査を実施しました。 

 

③ こども・若者意見聴取会（グループインタビュー） 

市内に住む小学生・中学生、高校生・大学生を対象とした、「倉敷市こどもまんな

かいけんぷらす会」を実施し、アンケート調査の結果を踏まえ、「インターネットの

利用について」「悩みや相談について」「居場所について」「結婚観や子育てについて」

などをテーマに話し合っていただき、意見を伺いました。 

 

④ 関係団体へのアンケート調査、団体ヒアリング 

日々、地域でこども・子育て家庭を支えている施設・団体などから、こどもや子育

て家庭を取り巻く現状に関する気づきや意見・要望などを伺いました。 

 

⑤ パブリックコメント 

倉敷市子ども・子育て支援審議会による審議を経て作成した計画素案について、令

和６年１１月１３日から１２月１２日までの１か月間、こども・若者を含む市民から

意見を募集し、パブリックコメントの手続きを行いました。 
 

５ 計画の推進 

本計画を着実に推進していくためには、計画の立案（Plan）、実施（Do）だけではなく、

設定した目標の達成状況などについて、適切に評価（Check）し、改善（Action）を行っ

ていくことが重要です。 

このため、毎年度、計画の進捗状況を把握するとともに、こどもの保護者や教育・保育

事業関係者、経済団体、労働者団体、学識経験者など、こどもや子育てに関わる幅広い主

体が参画する「倉敷市子ども・子育て支援審議会」に報告し、実施状況の点検及び評価を

受けることとします。 

また、より市民ニーズに合致した施策展開が図られるよう、実際の事業利用実態など

を踏まえ、必要に応じて目標事業量の見直しなどを行います。 
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第２章 基本理念 

１ 基本理念 

本計画では、「こども・若者」「子育て」「地域・社会」の３つの視点を柱とした取組を

推進します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 目指す姿 

この基本理念は、私たちが将来に求める“まちのあるべき姿”であり、この計画に基づ

くこども・若者・子育て世帯への支援の取組が向かう先を照らしています。 

倉敷市では、「倉敷市こども条例」を最上位の規範として定めており、その前文の中で、

すべてのこどもが未来の希望であり、まちのかけがえのない宝であること、こどもがこ

の地で健やかに学び育つことを保障することが大人の責務であることなどを示すととも

に、「倉敷市で育つすべてのこどもが幸せに暮らせること」を目指し、各条項を掲げてい

ます。 

条例の内容、込められた想いは、すべて日本国憲法や児童の権利に関する条約の理念

を踏まえたものであると同時に、今般、「次代の社会を担う全てのこどもが、将来にわた

って幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指す」ことを目的として施行された

こども基本法の理念と合致し、また、「父母その他の保護者が子育てについての第一義的

責任を有するという基本的認識の下に、家庭、学校、地域、職域その他の社会のあらゆる

分野における全ての構成員が、各々の役割を果たすとともに、相互に協力して行わなけ

ればならない」としている、子ども・子育て支援法及び同法に基づく基本指針に即してい

ます。 

こうしたことを踏まえて、この計画の基本理念を「すべてのこどもが幸せに暮らせる

まち」とし、家庭、学校園等、地域、団体、企業、行政などが、それぞれの役割を果たし

ながら、こどもが幸せに暮らせることを第一に尊重してまいります。   

すべてのこどもが幸せに暮らせるまち 
基本
理念 
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３ 柱・施策領域・施策目標 

基本理念のもと、引き続き「くらしき子ども未来プラン後期計画」の枠組みをもとに、

「こども・若者」「子育て」「地域・社会」の３つの視点を柱に、“施策領域”を設け、本

計画の施策目標を次のとおりに設定しています。また、施策目標に即して、第４章におい

て「評価指標」と「目標値」を設定しています。 

 

 

 

 

 

   
柱 施策領域 施策目標 

  
 

 

 

人権尊重 
柱１ 

柱２ 

柱３ 

家族みんなで協力し、子育てを楽しんでい

る 

こどもが、その子に必要な就学前教育・保育

を受けている 

こども・若者が豊かな個性と創造力を伸ば

し、「生きる力」を育み、将来を拓く力を身

につけている 

すべてのこどもが守られ、その子らしさを

尊重されている 

妊娠・出産の安心が保たれ、こどもが健やか

に育っている 

こども・若者 

「こども」の 

幸せをいちばんに 

子育て 

「子育て」の 

笑顔をたいせつに 

地域・社会 

こども・若者・ 

子育てを支える

まち 

母子保健・医療 

就学前教育・保育 

生きる力 

家庭・家族 

親育ち 

子育て支援 

安心・ゆとり 

地域連携 

就労環境 

安全環境 

親が自己肯定感を持ちながらこどもと向き

合い、育ちあっている 

身近な地域で、地域性を生かした子育て支

援を行っている 

総合的な支援により、すべての家庭が安心

とゆとりをもって子育てをしている 

地域コミュニティに強い絆とネットワーク

があり、こども・若者が大切にされ、子育

てがまち全体から応援されている 

子育てを応援する職場が増え、子育てと仕

事を両立できる環境が整っている 

こどもやこども連れの人にとって、安全で

住みやすいまちとなっている 
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第３章 こども・若者・子育ての課題 

１ こども・子育ての概況 

（１）倉敷市の総人口推移 

 

 
 

 

   

66,165 65,473 64,509 63,063 61,669 60,315 58,780 57,180 55,800 54,208 

283,768 283,056 281,193 280,737 279,856 278,921 278,416 277,618 276,381 275,242 

131,609 132,445 132,949 132,910 132,805 131,779 132,274 131,144 131,052 128,381 

481,542 480,974 478,651 476,710 474,330 471,015 469,470 465,942 463,233 457,831 

0

150,000

300,000

450,000

令和２年

（2020）

令和３年

（2021）

令和４年

（2022）

令和５年

（2023）

令和６年

（2024）

令和７年

（2025）

令和８年

（2026）

令和９年

（2027）

令和10年

（2028）

令和11年

（2029）

(人）

０～１４歳 １５～６４歳 ６５歳以上 0～14歳

 総人口は減少傾向にあり、０～１４歳も減少傾向にあります。 

※令和６年までの実績値は、各年３月末日現在の住民基本台帳人口を用いている。 

※令和７年からの人口推計には、コーホート変化率法を用いて算出している。また、各区域（倉敷区域・水

島区域・児島区域・玉島区域）の令和２年から６年の実績値から各年齢層の男女出生比、出生数の変動率

を算出し、積み上げしたものを市全体の推計としている。なお、推計過程で０歳児実績人口を用いた出生

数推計の地域補正を行っている。 

 

【推計値】 【実績値】 
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（２）倉敷市の０～１１歳の人口推移 

【市全域】 
 

 

 

 

 

  
 ０～１１歳人口も減少傾向にあり、計画期末の令和１１年には、市全体で 41,281 人と推計して

います。（令和２年から約２１％減） 

【推計値】 【実績値】 

3,803 3,734 3,791 3,420 3,255 3,167 3,106 2,988 2,931 2,873 

8,133 7,811 7,631 7,590 7,240 6,730 6,475 6,319 6,137 5,961 

12,938 12,726 12,331 11,803 11,419 11,283 10,944 10,445 9,851 9,535 

13,507 13,264 13,144 12,879 12,648 12,308 11,848 11,467 11,334 10,999 

13,892 13,865 13,651 13,477 13,248 13,172 12,923 12,707 12,371 11,913 

52,273 51,400 50,548 
49,169 

47,810 46,660 
45,296 

43,926 42,624 
41,281 

0

20,000

40,000

60,000

令和２年

（2020）

令和３年

（2021）

令和４年

（2022）

令和５年

（2023）

令和６年

（2024）

令和７年

（2025）

令和８年

（2026）

令和９年

（2027）

令和10年

（2028）

令和11年

（2029）

（人）

０歳 １－２歳 ３－５歳 ６－８歳 ９－11歳

【推計値】 【実績値】 
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【各区域】 

 

（倉敷区域）※庄地区・茶屋町地区を含む 

 
 
 
 
 
      

 
 

（水島区域） 

 
 
 
 
 

 

 

2,120 2,053 2,032 1,907 1,756 1,745 1,724 1,646 1,630 1,612 

4,357 4,213 4,152 4,082 3,896 3,620 3,462 3,430 3,331 3,239 

6,893 6,735 6,476 6,231 6,063 6,003 5,799 5,473 5,194 5,017 

7,064 7,006 6,977 6,830 6,657 6,417 6,212 6,045 5,985 5,781 

7,214 7,244 7,121 7,032 6,980 6,953 6,835 6,664 6,424 6,221 

27,648 27,251 26,758 26,082 25,352 24,738 24,032 23,258 22,564 21,870 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

令和２年

（2020）

令和３年

（2021）

令和４年

（2022）

令和５年

（2023）

令和６年

（2024）

令和７年

（2025）

令和８年

（2026）

令和９年

（2027）

令和10年

（2028）

令和11年

（2029）

(人）

０歳 １－２歳 ３－５歳 ６－８歳 ９－11歳

703 734 753 640 635 624 615 605 596 588 

1,593 1,461 1,446 1,480 1,387 1,267 1,251 1,231 1,212 1,193 

2,377 2,400 2,353 2,220 2,128 2,121 2,067 1,971 1,844 1,819 

2,422 2,372 2,335 2,313 2,334 2,308 2,192 2,099 2,093 2,044 

2,483 2,451 2,418 2,403 2,351 2,329 2,305 2,328 2,304 2,190 

9,578 9,418 9,305 9,056 8,835 8,649 8,430 8,234 8,049 7,834 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

令和２年

（2020）

令和３年

（2021）

令和４年

（2022）

令和５年

（2023）

令和６年

（2024）

令和７年

（2025）

令和８年

（2026）

令和９年

（2027）

令和10年

（2028）

令和11年

（2029）

(人）

０歳 １－２歳 ３－５歳 ６－８歳 ９－11歳

 令和６年の０～１１歳人口は 25,352 人、０～５歳の未就学児が 11,715 人、６～１１歳が 13,637

人となっています。 

 今後減少し、計画期末の令和１１年には０～１１歳人口は 21,870 人と推計しています。 

倉敷区域 0～11 歳の推計人口 

 令和６年の０～１１歳人口は 8,835 人、０～５歳の未就学児が 4,150 人、６～１１歳が 4,685 人

となっています。 

 今後減少し、計画期末の令和１１年には０～１１歳人口は 7,834 人と推計しています。 

水島区域 0～11 歳の推計人口 

【推計値】 【実績値】 

【推計値】 【実績値】 
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（児島区域） 

 

 

 

 

 

 
  

 

（玉島区域）※船穂地区・真備地区を含む 

 

 

 

 

 

 

 

370 357 349 321 289 263 249 236 222 209 

843 821 769 718 686 639 574 532 504 476 

1,430 1,386 1,308 1,261 1,185 1,108 1,054 993 918 839 

1,537 1,481 1,494 
1,422 

1,363 
1,278 1,238 

1,165 
1,089 1,036 

1,613 1,602 1,563 
1,533 

1,482 
1,496 

1,404 
1,356 

1,271 
1,231 

5,793 5,647 
5,483 

5,255 
5,005 

4,784 
4,519 

4,282 
4,004 

3,791 

0

2,000

4,000

6,000

令和２年

（2020）

令和３年

（2021）

令和４年

（2022）

令和５年

（2023）

令和６年

（2024）

令和７年

（2025）

令和８年

（2026）

令和９年

（2027）

令和10年

（2028）

令和11年

（2029）

(人）

０歳 １－２歳 ３－５歳 ６－８歳 ９－11歳

610 590 657 552 575 535 518 501 483 464 

1,340 1,316 1,264 1,310 1,271 1,204 1,188 1,126 1,090 1,053 

2,238 2,205 2,194 2,091 2,043 2,051 2,024 2,008 1,895 1,860 

2,484 2,405 2,338 2,314 2,294 2,305 2,206 2,158 2,167 2,138 

2,582 2,568 2,549 2,509 2,435 2,394 2,379 2,359 2,372 2,271 

9,254 9,084 9,002 8,776 8,618 8,489 8,315 8,152 8,007 7,786 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

令和２年

（2020）

令和３年

（2021）

令和４年

（2022）

令和５年

（2023）

令和６年

（2024）

令和７年

（2025）

令和８年

（2026）

令和９年

（2027）

令和10年

（2028）

令和11年

（2029）

(人）

０歳 １－２歳 ３－５歳 ６－８歳 ９－11歳

 令和６年の０～１１歳人口は 5,005 人、０～５歳の未就学児が 2,160 人、６～１１歳が 2,845 人

となっています。 

 今後減少し、計画期末の令和１１年には０～１１歳人口は 3,791 人と推計しています。 

児島区域 0～11 歳の推計人口 

 令和６年の０～１１歳人口は 8,618 人、０～５歳の未就学児が 3,889 人、６～１１歳が 4,729 人

となっています。 

 今後減少し、計画期末の令和１１年には０～１１歳人口は 7,786 人と推計しています。 

玉島区域 0～11 歳の推計人口 

【推計値】 【実績値】 

【推計値】 【実績値】 
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（３）合計特殊出生率 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

（４）若年女性人口減少率 

 

 

 
 
 
 
 
 

（若年女性人口減少率） 

  【前回】平成２６年（２０１４年）分析  ２８．１％  

 

  【今回】 令和６年（２０２４年）分析  ２３．４％ （４．７ポイント改善） 

 
           

1.45 1.44 1.43 1.42 
1.36 

1.33 
1.30 

1.26 
1.2

1.54 1.56 
1.54 1.53 

1.47 1.48 
1.45 

1.39 
1.32

1.60 
1.64 1.63 

1.59 
1.56 1.54 1.55 

1.48 

1.38

1.00

1.50

2.00

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

全国 岡山県 倉敷市

（人） 

 本市の合計特殊出生率は、国や県よりも高く、令和５年は１．３８人となっています。人口減少

に歯止めをかけるためにも、さらなるこども・子育て支援の取組を進めていく必要があります。 

 令和６年４月に、民間の経済人や研究者等有識者などで構成される人口戦略会議から地方自治

体「持続可能性」分析レポートが示され、本市については、消滅可能性都市の目安となる若年女

性人口減少率が、平成２６年（２０１４年）の分析数値より４．７ポイント改善していました。 

 今後も、結婚、妊娠、出産、子育て支援の充実をはじめとして、出会いの場の提供や、職場や地

域社会全体で子育てを支援していく環境の整備などの取組を続けることが必要です。 

※【合計特殊出生率】：１５～４９歳までの女子の年齢別出生率を合計したもので、１人の女子が仮にその年

次の年齢別出生率で生むとしたときのこどもの数、すなわち１人の女性が一生の間に出産するこどもの数

をいう。 

出典：倉敷市保健所保健課 

※【若年女性人口減少率】：平成２６年分析（日本創成会議 H26.5.8 発表）では、２０～３９歳の女性人口の

将来動向に着目し、２０１０年から２０４０年までの減少率を推計、令和６年分析（人口戦略会議 R6.4.24

発表）では、２０２０年から２０５０年までの減少率を推計している。 
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２ ニーズ調査、こども・若者意向調査の結果概要 

（１）調査概要 

本計画を策定するにあたって、就学前の児童や小学生のこどもをもつ保護者に対し

て子育てに関わる実態・意識を伺い、教育・保育事業の需要量の見込みを設定し、倉敷

市の子育て支援の充実を図るうえでの基礎資料としました。また、中学生、高校生、こ

ども・若者達の普段の生活実態、結婚、出産、子育てに関する意見をいただくため、本

調査を行いました。 

（２）調査実施期間 

実施期間：令和６年２月２日～１６日 

 

 調査の種類 調査対象者・実施方法 

１ 
就学前児童保護者調査票Ⅰ 

（主にニーズ調査が中心） 

・倉敷市に在住する就学前児童の保護者（無作為抽出） 

・郵送配布、郵送回収及びＷｅｂ回答 

２ 

就学前児童保護者調査票Ⅱ 

（主に意識と生活に関する調

査が中心） 

・倉敷市に在住する就学前児童の保護者（無作為抽出） 

・郵送配布、郵送回収及びＷｅｂ回答 

３ 

小学生保護者調査票 

（ニーズ調査、意識と生活に

関する調査） 

・倉敷市に在住する小学生保護者の保護者（無作為抽出） 

・郵送配布、郵送回収及びＷｅｂ回答 

（一部、小学生保護者本人回答の設問あり） 

４ 
中学生・高校生の意識と生活

に関する調査 

・倉敷市に在住する中学生・高校生（無作為抽出） 

・郵送配布、郵送回収及びＷｅｂ回答 

５ 
こども・若者等の意識と生活

に関する調査 

・倉敷市に在住する１８歳～４９歳の方（無作為抽出） 

・郵送配布、郵送回収及びＷｅｂ回答 

（３）回収結果 

 調査対象者 
配布数

（人） 
回収数 回収率 

１ 就学前児童保護者調査票Ⅰ 1,000 475 47.5％ 

２ 就学前児童保護者調査票Ⅱ 1,000 452 45.2％ 

３ 小学生保護者調査票 1,000 405 40.5％ 

４ 中学生・高校生の意識と生活に関する調査 1,000 289 28.9％ 

５ こども・若者等の意識と生活に関する調査 1,000 244 24.4％   
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３ ニーズ調査結果 

情報発信について 

 

■行政が子育てに関する情報を発信する手段（場所）として、より力を入れてほしいものについて 

就学前児童の保護者では、「保育所、幼稚園、認定こども園など」が 42.5%で最も多く、次いで

「子育て支援アプリ」が 12.2%、「SNS」が 9.1%、「インターネットサイト」が 7.5%、「広報くらしき

などの市の発行物」が 5.1%となっています。 

   

 
   

     

   

また、「SNS」と回答したうち、「Instagram」が 75.6%で最も多く、次いで「LINE」が 39.0%、「Ｘ」

が 22.0%、「Facebook」が 4.9%となっています。【複数回答】 

 

    

                 
   

4.4

42.5

4.2

4.6

5.1

1.5

0.0

7.5

12.2

9.1

0.2

4.2

2.9

1.5

0% 10% 20% 30% 40% 50%

保健師等による家庭訪問

保育所、幼稚園、認定こども園など

市役所や市の機関

公民館、図書館などの公共施設

広報くらしきなどの市の発行物

テレビ、ラジオ

新聞

インターネットサイト

子育て支援アプリ

SNS

本、雑誌

無料で配布される地域の情報誌

その他

無回答

（n=452）

22.0

4.9

75.6

39.0

0.0

14.6

0% 20% 40% 60% 80%

Ｘ

Facebook

Instagram

LINE

その他

無回答

（n=41）

（注）調査結果の数値については小数点第２位以下を四捨五入しているため、内訳を合計しても 100％に合致しない

場合があります。また複数回答が可能な設問では、内訳の合計が 100％を超える場合があります。 
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４ こども・若者意向調査結果 

インターネットの利用状況について 

 

■就学前児童と小学生の１日のテレビやインターネット上の動画サイトを見る時間について 

就学前児童では、「1 時間以上３時間未満」が 65.5%で最も多く、次いで「３時間以上５時間未満」

が 15.5%、「1 時間未満」が 15.3%、「５時間以上」が 2.0%、「全くない」が 0.9%となっています。 

小学生では、「1 時間以上３時間未満」が 58.8%で最も多く、次いで「３時間以上５時間未満」が

22.2%、「1 時間未満」が 12.3%、「５時間以上」が 4.9%、「全くない」が 0.2%となっています。 

 

 
 

 

■中高生・若者等（１８～４９歳）がスマホやパソコン等を使用する時間 

中高生では、「1 時間以上３時間未満」が 39.1%で最も多く、次いで「３時間以上５時間未満」が

29.1%、「５時間以上」が 22.1%、「1 時間未満」が 6.2%、「わからない」が 2.8%となっています。 

若者等では、「1 時間以上３時間未満」が 37.3%で最も多く、次いで「５時間以上」が 19.7%、「３

時間以上５時間未満」が 15.6%、「1 時間未満」が 7.0%、「わからない」が 0.8%となっています。 

 

   

0.2

0.9

12.3

15.3

58.8

65.5

22.2

15.5

4.9

2.0

0.0 

0.7

1.5

0.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

小学生

就学前児童

全くない １時間未満 3時間未満 5時間未満 5時間以上 わからない 無回答

小学生 n=405

就学前児童 n=452

0.0

0.7

7.0

6.2

37.3

39.1

15.6

29.1

19.7

22.1

0.8

2.8

19.7

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

若者（18歳以上）

中高生

全くない １時間未満 3時間未満 5時間未満 5時間以上 わからない 無回答

若者等

（18～49歳）n=244

中高生 n=289
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■中高生のインターネットによるトラブルについて 

スマホやパソコン等を使用して、トラブルや困ったことが「ない」が 93.0%で最も多く、次いで

「ある」が 6.3%となっています。 

  

      
 

 

「ある」と回答したうち、トラブルや困ったことの内容は、「迷惑(めいわく)メールがたくさん

送られてきた」が 33.3%で最も多く、次いで「その他」が 27.8%、「ＳＮＳやメールなどで馬鹿にさ

れたり、嫌がらせを受けた」が 22.2%、「ゲームやＳＮＳ等の長時間又は頻繁(ひんぱん)な利用で生

活や健康に支障が出た」が 16.7%、「身に覚えのない料金を請求されたり、知らないうちに会員登録

や契約をしてしまった」、「インターネットショッピングなどで買った商品が届かなかったり、不良

品が届いた」が 11.1%となっています。【複数回答】 

 

   

6.3 93.0 0.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

中高生 n=287

ある ない 無回答

11.1

11.1

5.6

22.2

5.6

33.3

5.6

0.0

5.6

5.6

16.7

27.8

0.0

0% 10% 20% 30% 40%

身に覚えのない料金を請求されたり、知らな

いうちに会員登録や契約をしてしまった

インターネットショッピングなどで買った商

品が届かなかったり、不良品が届いた

オンラインゲーム等で、課金するつもりがな

かったが課金をした

ＳＮＳやメールなどで馬鹿にされたり、嫌が

らせを受けた

名前や住所、メールアドレスなどの個人情報

や写真を勝手に使用された

迷惑メールがたくさん送られてきた

コンピューターウイルスに感染した

つきまとい、嫌がらせなど、現実の犯罪やト

ラブルに巻き込まれた

高額な課金や買い物がやめられなくなった

通信料に加え、定額制等のサービス利用等の

各種支払額が管理できなくなった

ゲームやＳＮＳ等の長時間又は頻繁な利用で

生活や健康に支障が出た

その他

無回答
中高生 n=18

無回答 
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倉敷市のこども・若者への支援について 

 

■こども・若者への支援について、倉敷市に取り組んでほしいこと 

「生活が苦しい家庭を経済的に支援する」が 31.6%で最も多く、次いで「生活が苦しいこども・

若者の教育や就労の支援をする」が 27.9%、「学校に行けない人、社会に出られない人が自立できる

よう支援する」が 27.0%、「若者が就職して、働き続けられるよう取り組む」が 24.6%、「虐待を受

けている人、虐待を受けたことのある人を支援する」、「学校の教育を充実する」が 23.4%となって

います。【複数回答（５つまで）】 

 

   

若者等（18～49 歳）n=244 
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５ 柱／施策領域別の課題 

本市の課題を柱／施策領域別に次のとおり整理し、第４章の施策によって、その対応

に努めてまいります。 

 

（１）「こども・若者」に関する課題 

① 人権尊重 

 
・ 家庭、学校園等、地域社会などが連携しながら、児童虐待、いじめなどの人権侵害や、不登

校や引きこもり、ヤングケアラーなど、こどもをめぐる問題を解決していく必要があります。 

・ 虐待の通告義務に関する市民への啓発や、早期発見・早期対応・未然防止のための取組が重

要であり、家庭内や地域で孤立した子育て（孤育て）にならないように相談機関の充実と、

総合的に子育て支援ができる仕組みの充実が必要です。 

・ 虐待やいじめの被害に遭ったこどもに対しては、きめ細かな心身のケアと、その家庭を含め

た再発防止に向けての継続的な支援・関わりが必要です。 

 

② 母子保健・医療 

 
・ 妊娠中や出産時の状況から発育や発達が心配されるこども、近年増加している母親の産後う

つなどに、より丁寧に、伴走型相談支援として切れ目なく、きめ細かに対応する必要があり

ます。 

・ それまで元気であった乳幼児（主に１歳未満の乳児）が睡眠中に何の前触れもなく亡くなっ

てしまう乳幼児突然死症候群（ＳＩＤＳ）の防止のため、係る知識の普及を図る必要があり

ます。 

・ 将来の妊娠を見据え、妊娠する前の女性に対して健康づくりに関する啓発を行うことが必要

です。 

・ 疾病因子の早期発見などに資する乳幼児健康診査について、受診率を高く維持する必要があ

ります。 

・ 障がいの発見から療育・教育まで、それぞれの施策が一貫したシステムとして機能するよう、

医療・保健・福祉・教育等の各関係機関が連携し、障がいのある乳幼児、児童、生徒一人一

人の状況に応じた適切な支援・指導・教育を行う必要があります。 

・ こどもへの予防接種について、保護者の理解を促進し、接種率を高く維持することが必要で

す。 

・ 朝食抜き、一人で食事をする孤食など、こどもの栄養（食事）に関する諸問題を解決し、乳

幼児期からの正しい食事のとり方や望ましい食習慣の定着、さらには食を通じた豊かな人間

性の形成をめざすためにも、食育の推進が重要です。   
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③ 就学前教育・保育 

 
・ 就学前のこどもに対し、関係機関との連携のもと、質の高い教育・保育を提供する必要があ

ります。 

・ 就学前のすべてのこどもが質の高い教育・保育を受けられるよう、就学前教育・保育施設に

おける人材確保と職員の資質向上に取り組む必要があります。 

・ 多様化する保育需要に対し、各地域の実情を踏まえながら、施設・サービスの“総合力”で

対応するなど、こどもが健やかに育つ環境をさらに充実させる必要があります。 

・ 保護者が、子育ての悩みを軽減でき、ゆとりをもって子育てができるよう、身近な地域で、

いつでも安心してこどもを預けられる場所を確保する必要があります。 

 

④ 生きる力 

 
・ 変化の激しいこれからの社会を生きるために、家庭、学校園等、地域社会全体でこどもの教

育に取り組み、確かな学力、豊かな心、健やかな体の知・徳・体をバランスよく育てていく

必要があります。 

・ こどもが基礎的・基本的な学習内容を習得できるよう指導方法の工夫を行い、分かりやすく

質の高い授業を実現していく必要があります。 

・ 特別な支援を必要とするこどもは年々増加しており、こども一人一人の状態に応じた適切な

教育や必要な支援の更なる充実が求められています。 

・ 学力向上のため、現行の学習指導要領に基づく授業改善を行い、教員の授業力・指導力の向

上を図っていく必要があります。 

・ 学校施設の約８割が昭和５０年代以前の建設であり、老朽化が進行していることや、こども

の生活スタイルも様変わりしているため、実情に合わせた学校施設の大規模改修を計画的に

進める必要があります。また、安全・安心な学校給食を支える調理場の設備の更新も計画的

に進めていく必要があります。 

・ 集団生活の中でこども自らが考え、判断し、行動できる、その自主性を重視した、楽しく学

べる学校園づくりを保護者や地域とともに考える必要があります。 

・ こどもが、環境について関心を持ち、環境問題に対する理解を深め、環境保全のために必要

な知識や生活習慣を身に付けられるよう、発達段階に応じた環境教育を推進する必要があり

ます。 

・ 性と出産、身近な暴力、飲酒、喫煙、薬物乱用防止などについての教育・啓発・指導や相談

対応の充実が必要です。 

・ こどもたちの生活の中にもインターネットやスマートフォンが急速に普及していることに

伴い、ネット依存、いじめ、犯罪被害等のトラブルが増加しています。こどもたちがインタ

ーネットやスマートフォンの使い方・ルール等を正しく理解するための指導が求められてい

ます。 

・ 不登校・家庭内暴力・摂食障がいなど、思春期に発生する様々な心の問題を抱えたこどもと

その保護者が、それぞれに安心して相談できるよう、相談員の確保と資質向上、関係機関と

の連携強化などが必要です。   
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・ 様々な困難を抱えるこどもの状況を早く把握し、こどもやその家族を必要な関係機関等につ

なぎ、こどもの権利と最善の利益が守られ、社会から孤立することなく将来にわたって幸福

な生活を送ることができるよう、成長段階に応じた切れ目ない支援が必要です。 

・ こども・若者が自分の夢や希望をもち、適性や能力に応じた職業選択を行って、充実した生

活を営むことができるよう、必要な知識や技術を身に付けることへの支援が必要です。 

 

（２）「子育て」に関する課題 

① 家庭・家族 

 
・ 子育ての楽しさや喜び、不安や悩みなどを家族で共有し、お互いの理解や信頼の深まりのも

とに、「家族みんなで子育て」ができるよう、そのことを支える地域社会づくりが求められま

す。 

・ 男性も女性も、ともに子育てを楽しむことができ、自らが望むワーク・ライフ・バランスを

選ぶことができるよう、様々な社会条件・環境を整えていくことが求められます。 

 

② 親育ち 

 
・ 保護者が、こどもの発達や成長にあわせて、継続的に「親」として学び、成長していけるよ

う、ときには寄り添い、支えていく必要があります。 

 

③ 子育て支援 

 
・ 各家庭の子育てが孤立した子育て（孤育て）にならないよう、地域子育て支援拠点などにお

ける相談機能を充実させるとともに、子育ての仲間づくりができる場を増やし、親子の利用

促進を図る必要があります。 

・ すべての妊産婦やそのこどもを含む子育て家庭において、安全・安心な出産や健やかな育児

が行えるよう、支援が必要です。そのため妊娠期から子育て期までの切れ目ない相談支援体

制の充実に努めることが重要となります。 

・ 地域で子育ち・子育てを支えている支援者同士のネットワークを、対話に根ざして強固にし

つつ、さらに輪を広げて、地域ぐるみの子育て支援を充実させる必要があります。 

・ 各種子育て講座・講演会など子育てについて学べる機会の提供や、同じ立場で学びあえる仲

間づくりの支援など、保護者が悩みや不安も合わせて子育てを楽しむことができるよう応援

していく必要があります。 

・ 放課後児童クラブにおいて、支援員の安定確保と資質向上を図るとともに、各児童クラブの

委託先である運営事業者の運営力の強化や施設を充実させていく必要があります。また、地

域で子育てを助け合う、倉敷ファミリー・サポート・センターの活動を充実させる必要があ

ります。 
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④ 安心・ゆとり 

 
・ 生活のしづらさがある家庭に対し、様々な関係機関や団体の連携のもと、エンパワーメント

※・アプローチに根ざした、継続的で切れ目のない対応が必要です。また、ひとり親家庭が子

育てと生活に困らないよう、支えていく必要があります。 

・ ひとり親家庭を取り巻く環境の変化を踏まえ、ひとり親家庭が自立し、安心した暮らしを送

るための相談体制や情報提供、生活支援、就業支援、経済的支援等のきめ細かな福祉サービ

スをより充実させ、その生活の安定と向上をめざす必要があります。 

・ 倉敷市総合療育相談センターや倉敷発達障がい者支援センターなどを中心に、障がいのある

こどもの保護者に対する相談の体制を充実する必要があります。 

・ こどもが欲しいと望んでいるにもかかわらずこどもに恵まれない人に対して、不妊治療にか

かる費用を助成することで、経済的負担を軽減することが求められます。 

・ 就学等に必要な費用の負担が困難な保護者に対して、就学援助や奨学金の貸付・給付等を行

う必要があります。 

・ 様々な困難を抱える家庭が、仕事や育児などに追われて生活に余裕をなくし、また、人との

関わりの難しさなどから、社会的に孤立しないよう、家庭に寄り添うことが必要です。 

※【エンパワーメント】：本人に内在する力を引き出すこと、自分らしく生きてゆく力を高めることをいう。 

 

（３）「地域・社会」に関する課題 

 

① 地域連携 

 
・ 地域で活動する民生委員・児童委員、主任児童委員、愛育委員、栄養委員などが中心となっ

て、子育て家庭に関わりをもち、各家庭のニーズにあった支援を行うことが求められます。 

・ 地域子育て支援拠点、児童館・児童センター、幼稚園・保育所・認定こども園、学校などが

連携し、地域の子育て支援のネットワークとこどもの居場所づくりを進めることが重要です。 

・ 子育て家庭にとって、地域の人々からの温かい一言やちょっとしたサポートがあることは、

安心して子育てをする上で不可欠であり、日頃から、子育て家庭と地域住民との間に交流が

あることが求められます。 

・ 日々のあいさつや、子ども会活動、祭りなど地域行事への家族での参加等を通じ、高齢の人

など様々な世代の人との交流の中で、こどもが、地域住民から「地域のこども」として認識

されるよう図っていくことが必要です。 

・ 福祉や教育等の関係部署及び支援団体などのこどもや保護者に関わる団体等が、様々な困難

を抱える家庭の情報を共有し、つながりを強化することで協働して支援していく体制づくり

に取り組むことが必要です。 

・ こども・若者一人一人の状況や成長段階に応じた支援のため、地域社会全体の取組として、

地域住民・関係機関の連携体制を充実させていく必要があります。   
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② 就労環境 

 
・ 子育てと仕事が両立しやすい就労環境を実現していくため、国や県、関係団体と連携し、自

宅・身近な地域においても、こども連れでも利用しやすい、情報提供・相談等のサービスを

充実させる必要があります。 

 

③ 安全環境 

 
・ こどもが安全で安心して過ごすことができる住居・住環境を、子育て世帯が得ることができ

るよう、住居に係る相談や助成制度等の情報提供について、充実を図っていく必要がありま

す。 

・ こどもやこども連れの人が安心して外出できるよう、安全で歩きやすい歩道の確保やゆとり

ある歩行者空間をつくるとともに、公共施設や交通環境におけるバリアフリー・ユニバーサ

ルデザインを進める必要があります。 

・ 家庭での乳幼児期の事故防止対策について、より積極的に取り組む必要があります。 

・ こどもの安全を脅かす事件、事故に対して、危険を予測して的確な判断のもと、安全に行動

できるように安全教育を推進するとともに、学校園等・家庭・地域が連携し、学校や通学路

の安全を確保する取組を推進する必要があります。 

・ こどもが、災害発生時に迅速かつ適切な行動ができるよう、防災教育を充実させる必要があ

ります。 

・ 地域の大人たち一人一人が、「地域のこどもたちは地域の大人たちで守る」という強い共通

認識をもつとともに、地域・学校園等・団体・警察などが連携を強化し、常にこどもの安全

を気にかけ、継続的に見守っていくことが必要です。  
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第４章 こども・若者・子育ての施策 

１ 施策の体系 

（１）施策の柱１ こども・若者 

こども基本法の趣旨を踏まえた総合的な「こどもまんなか社会」の実現とこども・子

育て支援を推進するため、すべてのこどもの人権の尊重、生まれる前から乳幼児期、学

齢期、青年期と、切れ目のないこども・子育て支援に取り組みます。 
 

柱 施策領域と施策目標 単位施策 

こ
ど
も
・
若
者 

◆人権尊重 
 
すべてのこどもが守ら
れ、その子らしさを尊
重されている 

１：こどもの人権についての教育・啓発を推進する 

２：学校園等における人権教育を推進する 

３：児童虐待等の人権侵害の予防と早期対応を充実さ
せる 

◆母子保健・医療 
 
妊娠・出産の安心が保
たれ、こどもが健やか
に育っている 

４：母子の健康の確保・増進を図る 

５：こどもの発達段階に応じた食育を推進する 

６：地域保健・小児救急医療体制を充実させる 

◆就学前教育・保育 
 
こどもが、その子に必
要な就学前教育・保育
を受けている 

７：就学前教育・保育実践の改善・向上を図る 

８：就学前教育・保育施設におけるこどもの健康や安 
全を確保する 

９：就学前教育・保育基盤を強化する 

◆生きる力 
 
こども・若者が豊かな
個性と創造力を伸ば
し、「生きる力」を育み、
将来を拓く力を身につ
けている 

10：学校教育の環境や学習内容を充実させる 

11：様々な体験や活動を通じて学ぶ場、機会を充実さ 
せる 

12：思春期保健対策や相談体制を充実させる 

13：こどもの貧困状態が改善され、将来も貧困状態に 
ならないよう、切れ目なく支援する 

14：困難を有するこども・若者やその家族を支援する 

15：こども・若者の将来を拓く力を応援する 
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（２）施策の柱２ 子育て 

すべてのこどもたちが安心で安全な環境で成長することができるように、家族みん

なで協力し子育てを楽しむことができるための子育て支援や経済的な支援に取り組み

ます。 

 

柱 施策領域と施策目標 単位施策 

子
育
て 

◆家庭・家族 
 
家族みんなで協力し、
子育てを楽しんでいる 

16：男女平等と共同参画を推進する 

17：男性の育児参加を促進する 

18：こどもと一緒に楽しめる機会を充実させる 

◆親育ち 
 
親が自己肯定感を持ち
ながらこどもと向き合
い、育ちあっている 

19：親子や親同士の交流、子育ての仲間づくりを促進 
する 

20：子育ての相談体制を充実させる 

21：子育てに関する情報発信を充実させる 

◆子育て支援 
 
身近な地域で、地域性
を生かした子育て支援
を行っている 

22：地域の子育て支援拠点を充実させる 

23：安心してこどもが生活できる場所を確保する 

24：子育ての支え合いのしくみを充実させる 

◆安心・ゆとり 
 
総合的な支援により、
すべての家庭が安心と
ゆとりをもって子育て
をしている 

25：ひとり親家庭への支援を充実させる 

26：障がいのあるこどもと、その家族に対する生活支
援を充実させる 

27：子育てに伴う経済的負担を軽減する 

28：様々な困難を抱える家庭の生活課題に着目し、寄
り添う支援をする 
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（３）施策の柱３ 地域・社会 

子育て世帯が倉敷市でこどもを生み育てる喜びを実感し、住み続けたいと思えるよ

う、こどもの健やかな成長を地域・社会ぐるみで支援する環境づくりに取り組みます。 

 

柱 施策領域と施策目標 単位施策 

地
域
・
社
会 

◆地域連携 
 
地域コミュニティに強
い絆とネットワークが
あり、こども・若者が大
切にされ、子育てがま
ち全体から応援されて
いる 

29：子育てボランティアを育成するとともに、組織づ 
くりと活動を支援する 

30：地域と学校・大学との連携を進める 

31：お互いのつながりを強め、地域の子育て力を高め 
る 

32：福祉や教育、地域が協働し、困難を抱える家庭を 
支える体制づくりを促進する 

33：地域とともに青少年の健全育成を進める 

◆就労環境 
 
子育てを応援する職場
が増え、子育てと仕事
を両立できる環境が整
っている 

34：育児休業制度などの利用を促進する 

35：子育てしやすい職場環境づくりを促進する 

36：出産・育児後の再就職の支援を充実させる 

◆安全環境 
 
こどもやこども連れの
人にとって、安全で住
みやすいまちとなって
いる 

37：バリアフリー・ユニバーサルデザインを推進する 

38：こどもの事故防止対策を充実させる 

39：こどもを犯罪等から守るための活動を推進する 
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 ２ 柱ごとの施策 

 

（１）「こども・若者」に関する施策 

 

① 人権尊重 

 
施策目標 

すべてのこどもが守られ、その子らしさを尊重されている 

 単位施策１ ：こどもの人権についての教育・啓発を推進する         

○ 子育ち・子育てを地域社会全体で支援する「倉敷市こども条例」の理念を普及啓発す

るため、出前講座やリーフレットの配布などを行い、こどもの人権と「地域のこども

は地域で育む」という市民意識の高揚を図ります。 

○ オレンジリボン運動の推進など、こどもの人権侵害の最たるものである虐待の予防啓

発を行います。また、こどもや家庭・学校園等・地域が、こどもの人権や体罰によら

ない子育ての方法等を学び、人権侵害予防について理解を深める機会の充実に努めま

す。 

○ 保護者として監護を著しく怠ることは、ネグレクトに該当することを踏まえ、おやこ

健康手帳交付時など母子保健事業等の機会を活用し、啓発に努めます。 

〇 ヤングケアラーに関する啓発について、研修会や出前講座などを実施するとともに、

学校を通じた啓発チラシの配布等周知に努めます。 

 単位施策２ ：学校園等における人権教育を推進する             

○ 人間尊重の精神を基盤とする人権教育を総合的に推進し、すべての人々が互いに尊重

し、支え合いながら生活する共生社会をめざすとともに、自分の大切さと同じように

他の人の大切さを認めることができる心豊かなこどもを育成します。 

 単位施策３ ：児童虐待等の人権侵害の予防と早期対応を充実させる  

○ 医療・保健・福祉・教育・警察等の関係機関で構成される要保護児童対策地域協議会

の活動を軸に、情報の共有と関係機関との連携のもと、組織的かつ専門的対応の徹底

を図るとともに、研修会など学校園関係者の資質向上に努めます。 

○ 乳幼児のいる家庭への訪問や専用ダイヤルでの受付など、気軽にアクセスできる多様

な相談窓口の運用や、こどもの養育に不安を抱える家庭への支援、妊娠届出時や健診

時などでの虐待リスクの早期発見・早期対応に努めます。 

○ 被害に遭ったこどもに対しては、児童相談所等の専門機関や地域の関係者と連携して

切れ目ない支援体制を構築し、緊急時における迅速な対応に努めるとともに、こども

の心のケアや、児童虐待に至った家族に長期的に寄り添いながら、家族の絆の回復と

自立への支援に努めます。 

   



 

28 

② 母子保健・医療 

 
施策目標 

妊娠・出産の安心が保たれ、こどもが健やかに育っている 

 単位施策４ ：母子の健康の確保・増進を図る                

○ 妊産婦・乳児期の健康診査の助成により、母子の健康管理の機会の充実を図るとともに、

その受診を促進します。特に妊娠中や産後の初期段階など、個別の支援を必要とする妊

産婦に対する支援や保健指導について、関係機関との緊密な連携により充実を図りま

す。また、産後ケアの充実など、伴走型相談支援として切れ目ない、産婦にやさしい環

境づくりを推進します。 

○ 妊娠中から授乳期にかけての健康管理や、眠っている間に事故や窒息ではなく突然死亡

してしまう乳幼児突然死症候群（ＳＩＤＳ）とその予防についての正しい知識の普及に

努めます。 

〇 多胎妊産婦に対し、妊婦健康診査の助成回数の追加、産後ケア助成額の増額、産後ヘル

パーを利用できる回数を増やすなどの支援を行い、安心して出産・子育てができるよう

に努めます。 

○ 乳幼児健康診査や各種相談を通じて乳幼児の健康の保持増進を図るとともに、健診未受

診児等については、訪問等による状況把握・受診勧奨を行い、児童虐待の早期発見や、

育児に悩む保護者への支援につなぎます。 

○ 医療機関など関係機関との連携のもと、先天性代謝異常検査、新生児聴覚検査、乳幼児

健康診査、乳幼児こころの発達相談などにより、疾病や障がいの早期発見に努めるとと

もに、必要な支援につなげるための調整を図ります。 

○ 医療・保健・福祉・教育等の各関係機関の情報共有や連携による支援体制のもと、こど

もの成長・発達に応じて、切れ目のない総合的な支援を行います。 

○ ワクチンで予防できる疾病について「保健所だより」等を用いて、正しい知識と予防接

種の重要性についてＰＲを行うとともに、出生届・転入届に伴って予防接種シール・予

診票等を対象児に郵送し、医療機関での接種を促します。 

○ 将来の妊娠を見据え、妊娠する前から健康づくりについて知識の普及に努めます。 
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 単位施策５ ：こどもの発達段階に応じた食育を推進する           

○ ライフコースアプローチ※の視点をもち、胎児期からの望ましい食習慣の確立に向け

て、妊娠中から乳児期に実施している栄養相談、離乳食とお口の教室等を通じた普及

を行い、こどもの健全育成を支援します。 

○ 食習慣の形成時期である幼児期から学童期を重視し、発達段階に応じたこどもへの食

の指導を給食も教材としながら行うとともに、家庭に対し、この時期の食生活の重要

性と家庭の役割についての知識普及と意識啓発などを行います。 

○ 給食を提供する学校園等において、食物アレルギーのあるこどもに対し、保護者や担

任、調理担当者などで、その子の症状・状態を把握・共有するとともに、適切な調理・

給食の方針を検討し、施設・設備に応じて除去食または代替食の提供などを行います。 

※【ライフコースアプローチ】：胎児期から高齢期に至るまでの人の生涯の切れ目ない経時的な捉え

方のこと。 

 

 

 

   
 

 単位施策６ ：地域保健・小児救急医療体制を充実させる          

○ 医師会等の協力により、必要な時に小児科専門医の診察が受けられるよう、休日、夜

間救急医療体制の確保・充実に努めます。また、市民が正しい応急処置法を身に付け

られるよう、出前講座などによる応急処置法の指導・啓発に努めます。 

 

   

【バランスよく食べるための１０の食品群】 

胎児期からバランスのよい食事を意識して食べることが大切です。 

合い言葉は、「○さ○あ○に○ぎ○や○かに○い○た○だ○く」 

主食（ごはん・めん・パン）に加え、さかな、あぶら、にく、ぎゅうにゅう、やさい、 

かいそう、いも、たまご、だいず、くだものを意識して食べましょう。 

※「健康⻑寿新ガイドライン エビデンスブック」を元に作成しています。 
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③ 就学前教育・保育 

 
施策目標 

こどもが、その子に必要な就学前教育・保育を受けている 

 単位施策７ ：就学前教育・保育実践の改善・向上を図る           

○ 県との連携のもとで、保育士になろうとする人を支援するとともに、保育士の負担軽

減や処遇改善、就労継続に向けた研修会の実施等により、保育士確保対策の充実を図

ります。 

○ 講演会や公開保育、研究会を通して幼児教育・保育の専門性などを高めるとともに、

幼稚園・保育所・認定こども園のそれぞれでの園内研修など、様々な研修を充実させ

ることで、職員の資質向上を図ります。 

○ 障がいのあるこどもが、可能な限り保護者が希望する地域の幼稚園・保育所・認定こ

ども園等で教育・保育を受けられるように努めます。また、障がいのあるこどもの心

身の状況を正確に把握し、発達が促進されるよう教育・保育内容の充実を図ります。 

○ 幼稚園・保育所・認定こども園のこどもと小学生との交流や、職員と小学校の教師と

の意見交換や合同研修の機会を設けるなど、小学校教育との円滑な接続を図り、こど

もの発達や学びの連続性の確保に努めます。 

 単位施策８ ：就学前教育・保育施設におけるこどもの健康や安全を確保する  

○ 定期的な健康診断を行うとともに、体調不良等のこどもへの対応の充実を図ります。

こどもに感染症やその疑いが発生した場合には、保護者・嘱託医と連携をとりながら

迅速・適切な対応を行います。 

 単位施策９ ：就学前教育・保育基盤を強化する               

○ 「倉敷市こども条例」の理念のもとで、就学前教育・保育に係る各地区での需要動向

と、提供者等の意向を踏まえながら、必要な教育・保育資源の適正配置を行うととも

に、量の確保を計画的に進めます。 

○ 保育コンシェルジュを配置し、こどもの預け先に関する保護者の相談に応じて、幼稚

園や保育所、一時預かり等の情報を提供します。保育所入所未決定の保護者には、保

育状況や意向等の確認を行い、適切な預け先が見つかるよう支援します。 

○ 就学前教育・保育施設の老朽化対策や環境改善等を進め、こどもの安全や処遇の向上

を図ります。 
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④ 生きる力 

 
施策目標 

こども・若者が豊かな個性と創造力を伸ばし、「生きる力」を育み、将来を拓

く力を身につけている 

 単位施策 10 ：学校教育の環境や学習内容を充実させる            

○ 児童生徒の学力を把握して学習指導の工夫・改善に生かすことで、個別・少人数・習
熟度別などによる、きめ細かな学習指導を行います。また、英語教育や情報教育を重
視した学習指導を行います。 

○ 小・中学校に放課後学習支援員を配置し、学習支援ソフト等の活用により、児童の状
況に応じた学習支援を行います。 

○ 小学校生活のスタートの１年間が、児童にとって心豊かで充実した成長の場となるよ
う、小１グッドスタート支援員等を学級・学校に配置することで、｢小１プロブレム｣
※や集団へのなじみづらさに対するサポートを行います。 

○ 発達障がいを含めた障がいのあるすべての児童生徒一人一人の教育的ニーズに応じ、

個別の指導計画、教育支援計画の作成や、関係機関、医療機関とのコーディネートな

ど、適切な指導及び必要な支援を行います。 

○ 生徒指導・不登校の支援員、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー等
を配置・派遣し、こどもと家庭へ積極的な働きかけを行うことにより、不登校など生
徒指導上の諸課題への総合的な対応を図ります。 

○ 情報セキュリティの確保に向けて、情報モラル教育を推進するとともに、家庭と連携

して安全なインターネットやスマートフォンの使い方等、指導の充実を図ります。 

○ 教員に対して、初任者研修・経験年数別研修のほか、人権教育や情報教育・特別支援
教育、教育相談等の今日的課題についての研修を行います。 

○ 学校教育施設等で、長寿命化改修などによる老朽化対策を着実に進め、教育環境の安
全性を高めます。また、トイレの洋式化や校舎等の照明ＬＥＤ化、ＩＣＴ※機器の更
新・拡張整備、調理場の機能更新など、こどもの学校生活を踏まえた環境改善を行い
ます。 

○ 学校運営協議会制度※及び学校評議員制度※を充実させ、保護者、地域住民の学校運営
への参画を推進して、「地域とともにある学校」づくりを進めます。また、学校の自己
評価や学校関係者評価など学校評価の充実により、各取組の改善を図ります。 

※【小１プロブレム】：小学校に入学したばかりの 1年生について、集団行動がとれない、授業中に 
座っていられない、話を聞かないなど、学校生活になじめない状態が続くこと。 

※【ＩＣＴ】：情報通信技術 

※【学校運営協議会制度】：学校と地域住民等が力を合わせて学校の運営に取り組むことが可能とな 
る「地域とともにある学校」への転換を図るための有効な仕組み 

※【学校評議員制度】：保護者や地域住民の意向を学校運営（公立幼稚園を含む）に反映させるため、 
地域の住民や関係機関などを評議員として委嘱し、開かれた学校づくりを推進する制度 
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 単位施策 11 ：様々な体験や活動を通じて学ぶ場、機会を充実させる      

○ こどもの主体的な体験・学びを促すため、自然や科学、スポーツ・文化・芸術にふれ

る機会の充実を図ります。また、地域・学校の特色に応じた課題などを探求する総合

的な学習時間の充実を図ります。 

○ こどもが多くの本と出会い、自分らしく生き、成長できるよう啓発に努めるとともに、

読書環境を整備して、こどもの読書活動の一層の充実を図ります。 

○ 公園・緑地、芝生広場などこどもの遊び場の充実を図るとともに、子どもセンター※

等が企画したイベントや、幼稚園・保育所・認定こども園、児童館※などで実施する

各種行事を通じて、親子の相互理解やふれあいを促進します。 

○ 家庭・学校園等・地域など多様な場で、環境学習プログラムづくりや山・川・海の自

然環境を生かした体験型学習プログラムづくりなど、こどもたちへの環境教育の充実

を図ります。    

○ 中、高等学校で、働くことの知識やルール等を学ぶ講座や地元企業が行う作業体験講

座を実施することで、若いうちから地元企業の良さや魅力を知ってもらい、地域への

愛着を深めるとともに、職業観の育成を図ります。 

※【子どもセンター】：ライフパーク倉敷の市民学習センター団体交流室内に設置。ボランティアが 

運営しており、自然体験・講座・催し物などの情報を収集し、情報誌を作成するなど、こどもの 

体験活動を充実させるとともに、家庭教育を支援している。 

※【児童館】：児童センターを含む。（以下同様） 

 

 単位施策 12 ：思春期保健対策や相談体制を充実させる            

○ 生命の大切さ・尊さを実感できるよう、小学校では、自他の生命の大切さに気付き適

切な行動ができるよう指導を充実させます。また、中学校等では、男女ともに乳幼児

に接する機会や子育てに関する学習機会の充実を図ります。 

○ 中学校等において、保健学習や学級活動での保健指導や、薬物乱用・飲酒喫煙防止教

育など、健康教育の充実を図ります。また、望まない妊娠や性感染症を防ぐ正しい知

識の習得など性教育・相談の充実を図ります。 

○ スクールカウンセラーの配置など、思春期のこどもの心の問題に対する相談体制の充

実を図ります。また、青少年育成センターにおいて、こどもや保護者の悩み、心配事

の相談等を電話・メール・面接で受けて、その解決を支援します。 

○ 保健所において、医師による心の健康相談や、保健師等による電話・面接相談を実施

します。学校、医療機関、児童相談所など関係機関との連携強化のもと、相談から医

療までの適切な対応に努めます。 
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 単位施策 13 ：こどもの貧困状態が改善され、将来も貧困状態にならないよう、切れ目なく支援する 

○ こどもの状況に応じた学習支援、多様な体験活動の提供を行い、進学・就学への意欲

向上を図るとともに、こどもの生きる力の育成に努めます。また、専門の支援員等に

よる家庭訪問を通じて、こどもの生活や学習面での困難な状況の改善を支援します。 

○ こどもの困難な状況を早期に発見するため、乳幼児の健康診査や学校園等での相談内

容により、必要に応じて、専門機関につなげていきます。また、大人になって貧困状

態にならないよう、こどもの状況に応じてカウンセリング、学習支援、居場所へのつ

なぎ等により、切れ目なく支援します。保護者には必要に応じて、養育支援や就労支

援、家計支援等を実施します。 

 

 単位施策 14 ：困難を有するこども・若者やその家族を支援する        

○ 不登校やその傾向にある児童生徒に対し、倉敷ふれあい教室で対面やオンラインによ

る学びの場や居場所を提供します。体験活動の機会の提供や、公民館での仲間や学生

ボランティアと過ごす居場所の開設など、自分なりに学校や社会に参加していけるよ

う支援します。 

○ 不登校やその傾向にある児童生徒の保護者を対象に、臨床心理士や不登校を体験した

保護者を迎え、こどもの変化に応じた懇談会を継続的に実施するなど、保護者や家族

の心理的負担の軽減に努めます。 

○ ＤＶや児童虐待、ヤングケアラーなどに起因し、複合的な生活課題に不安を抱えて孤

立しているこども・若者とその家族に対して、自己肯定感の回復等の心のケアに努め

るとともに、関係機関・地域と連携した包括的な自立生活支援を行います。 

○ 小・中・高等学校の不登校の児童生徒や引きこもり傾向にある若者など、社会生活か

らの孤立に伴う生活のしづらさがある人に対して、地域社会と接する場や学習の場、

また体験活動の場などの提供に努めます。   
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 単位施策 15 ：こども・若者の将来を拓く力を応援する            

○ 小・中学生やその保護者を対象にした平和事業の実施を通じて、戦争の悲惨さや平和

の尊さを次の世代に語り継ぎます。 

○ 倉敷市よい子いっぱい基金によるよい子強い子表彰の実施や芸術鑑賞への助成など、

青少年健全育成に係る取組を支援します。また、二十歳となる人の代表で構成する実

行委員会とともに、社会的責任を自覚する場として二十歳の集いを開催します。 

○ 市内企業による集団面接会の開催のほか、国や県、関係機関と連携をして、働くこと

に悩みのある若者への就労サポートや、キャリアカウンセラーによる職業相談、セミ

ナーの開催などを行い、若年求職者の就業機会の創出を図ります。 

〇 市内で働く若者が、交流を通じて互いの仕事を知り、自らの仕事の価値を再確認する

とともに、仕事や地域への愛着と誇りを再発見する機会の提供を行います。 

○ 希望する人が結婚できるよう、出会いの場の創出や相談体制の充実を図ります。また、

時代とともに変化する若い世代の意識や考え方に沿った結婚支援策の提供に努めま

す。 

 

 
 

 
【二十歳の集い】 
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「こども・若者」に関する評価指標と目標値  

 

 

施策 

領域 

施策 

番号 
評価指標 単位 

実績値 

（R5） 

目標値 

 (R11） 

人
権
尊
重 

1 
日々の生活の中で、身の回りの人権が大切にされている 

と思う人の割合 
％ 57.4 59 

2 
困ったこと、辛いことがあった人を助けてあげたいと 

思うこどもの割合 
％ 90.1 96 

3 
こどもを虐待しているのでは

ないかと思ったことがある保

護者の割合 

就学前児童の保護者 
％ 

20.5 17 

小学生の保護者 25.1 17 

母
子
保
健
・
医
療 

4 乳幼児健康診査の受診率 
１歳６か月児 

％ 
97.9 100 

３歳児 95.3 100 

5 
朝食を毎日食べるこどもの 

割合 

就学前児童 
％ 

89.1 100 

小学生 90.9 100 

6 
こどものかかりつけ医を 

持つ家庭の割合 

就学前児童の保護者 
％ 

95 97 

小学生の保護者 90.9 95 

就
学
前
教
育
・
保
育 

7 保育所等を利用して、満足している保護者の割合 ％ 93.7 97 

8 
保育所等で、こどもの健康や安全が確保されていると 

思う保護者の割合 
％ 91.2 95 

9 保育所等の待機児童数（２・３号認定） 人／年度 18 0 

生
き
る
力 

10 学校が楽しいと思うこどもの割合 ％ 82.2   94 

11 自然にふれる活動に参加しているこどもの数 人／年度 16,209 17,300 

12 
困ったとき、悩みがあるときに相談する人がいると 

答えたこどもの割合 
％ 90.1 97 

13 
こどもと将来の夢や目標について家庭で話をする小学

生保護者の割合 
％ 85.3 94 

14 不登校児童・生徒出現率 
小学校 

％ 
1.7 0.5 

中学校 5.36 2 

15 
仕事、結婚など自分の将来の人生設計に不安を感じる 

若者（１６〜３４歳）の割合 
％ 70 42 
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（２）「子育て」に関する施策 

① 家庭・家族 

 
施策目標 

家族みんなで協力し、子育てを楽しんでいる 

 単位施策 16 ：男女平等と共同参画を推進する                

○ 家庭、地域、職場など、あらゆる場での男女の固定的な役割分担意識の是正を図るた

め、セミナーの開催など啓発活動を推進し、男女がともに子育ての喜びを享受できる

社会づくりを進めます。 

 単位施策 17 ：男性の育児参加を促進する                  

○ 仕事・家庭・地域のバランスのとれたライフスタイルへの転換に向け、市民啓発や企

業への働きかけを行うとともに、父親が仕事も家事も育児も主体的に楽しめるよう、

「父子健康手帳」の配布や家庭教育学級などを通して男性が育児へ参加できる気運を

高めます。 

 単位施策 18 ：こどもと一緒に楽しめる機会を充実させる           

○ 関係機関と連携し、親子参加型のイベントを開催するとともに、幼稚園・保育所・認

定こども園、地域子育て支援拠点、児童館などで実施する各種行事や、家庭教育学級

などを通じて、家族が協力して子育てをすることの大切さを啓発します。 

○ 家族で仕事について話し合う機会をつくり、家族のコミュニケーションや絆を深める

ことができるよう、県と連携を図りながら、こどもが自分の保護者等の職場を見学す

る「子ども参観日」の実施を推進します。 
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② 親育ち 

 
施策目標 

親が自己肯定感を持ちながらこどもと向き合い、育ちあっている 

 単位施策 19 ：親子や親同士の交流、子育ての仲間づくりを促進する      

○ 地域の親子クラブの活動を支援するとともに、その存在の周知を図ります。また、地

域子育て支援拠点、児童館などで実施する各種行事や、交流の場の提供を通じて、親

子のふれあいや親同士の交流・仲間づくりを促進します。 

〇 子育てに関する学びの機会を提供するとともに、親同士の交流の場を設けて子育ての

仲間づくりを促進するため、学校園等で家庭教育に関するワークショップを実施しま

す。 

○ こどもとの関わり方や子育てに悩みや不安を抱えている保護者に対し、グループワー

ク等を通じて、こどもの心身の発達状況等に応じた情報提供、相談や助言、同じ悩み

を抱える保護者同士がお互いに相談し合える場をつくります。 

 単位施策 20 ：子育ての相談体制を充実させる                

○ 乳児がいるすべての家庭を訪問し、楽しく育児が出来るよう子育て情報を提供すると

ともに、保護者からの様々な不安や悩みを聞きます。また、支援が必要な場合には、

適切なサービスに結びつけます。 

○ 育児についての相談を専用ダイヤルで受け付け、適切なアドバイスを行います。また、

養育が困難で支援が特に必要な家庭には、専門職員の個別訪問による相談、指導、助

言、家事・育児援助などを行います。 

○ 妊娠期から出産、子育て期にわたる相談支援を担当する「妊婦・子育て相談ステーシ

ョン すくすく」と児童および妊産婦の福祉に関し相談対応を行う「子ども相談セン

ター」が利用者支援事業※のこども家庭センター型※として一体的な運営を行うこと

で、切れ目ない相談支援体制の充実を図ります。 

※【利用者相談事業】：こどもや保護者の身近な場所で、教育・保育施設や地域の子育て支援事業な

どの情報集約・提供、必要に応じ相談・助言など（利用者支援）を行うとともに、関係機関との連

絡調整、連携・協働の体制づくり（地域連携）などを実施する事業 

※【こども家庭センター型】：母子保健と児童福祉が連携・協働して、すべての妊産婦及びこどもと

その家庭等を対象として、妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健や育児に関する様々な悩

み等に円滑に対応する相談支援体制 

 単位施策 21 ：子育てに関する情報発信を充実させる             

○ 市内各所の子育て支援情報コーナーの充実を図るとともに、子育てハンドブックや子

育て応援マップを更新・配布します。また、ホームページ、ＳＮＳ、アプリ等の様々

な媒体による情報受発信を強化するとともに、図書館等での子育て情報誌の充実を図

ります。 
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③ 子育て支援 

 
施策目標 

身近な地域で、地域性を生かした子育て支援を行っている 

 単位施策 22 ：地域の子育て支援拠点を充実させる              

○ 地域子育て支援拠点※や子育て広場、児童館などでの、子育てに関する情報提供や相

談対応について、妊娠期からの切れ目がないよう、その充実を図るとともに、親子の

ふれあいや親同士の交流、連携の場を提供します。 

○ 地域の特性を踏まえながら、安全・安心かつ快適に施設を利用できるよう、利便性向

上や周辺施設との連携により児童館の機能の充実を図ります。 

○ 地域子育て支援拠点など、こどもや保護者の身近な場所において、その親子が抱える

悩みや不安に対し、地域や関係機関などと連携しながら、当事者の目線に立ち寄り添

って支援を行う利用者支援事業の拡大を図ります。 

※【地域子育て支援拠点】：子育て家庭等の負担感、不安感を軽減するため、親子が気軽に集い、交

流することができる場の提供や、子育てに関する相談、援助、地域の子育て関連情報の提供、子育

て等に関する講習を行うなど、親子と地域を結びつける懸け橋としての機能をもつ常設の施設 

 

 
   

【地域子育て支援拠点】 
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 単位施策 23 ：安心してこどもが生活できる場所を確保する          

○ 一時的にこどもを預かる仕組みとして、休日保育や一時保育、病児・病後児保育を行

うとともに、地域子育て支援拠点の託児サービスや、子育て短期支援事業等の充実を

図ります。また、地域や団体等のイベントで、託児の提供を促進します。 

○ 放課後児童クラブ※がこどもの健全な育成を図る役割を担っていることを踏まえ、研

修や個別の指導を通じて、支援員や運営主体の資質向上を図るとともに、放課後児童

クラブの育成支援の内容を継続的に利用者や地域住民に周知していくための取組を

行います。 

○ 地域の実情に応じた開所時間の延長などを通じて、放課後児童クラブの充実を図りま

す。また、会計研修の開催や先進事例の紹介などを行い、委託先である各運営事業者

の運営力の強化に努めます。 

○ 放課後児童クラブにおいて、障がいのあるこどもなど、特別な配慮が必要なこどもの

受け入れを促進するとともに、「特別支援対応研修」を開催するなど、障がいのあるこ

ども一人一人の状態に応じたきめ細かな対応ができる支援員の育成に努めます。 

○ 放課後児童クラブの利用児童が安全・安心に過ごせるよう、各関係者との連携のもと、

学校施設や民間施設の一層の活用を含めた施設整備を通じて、すべてのクラブで児童

１人あたり概ね１．６５㎡以上のスペースの確保などに努めます。 

〇 地域や学校との更なる連携を図りながら、すべてのこどもたちの居場所を確保し、特

に放課後については、放課後子ども教室※と放課後児童クラブを一体的に実施するな

ど、充実した時間を過ごすことができるよう取り組みます。 

※【放課後児童クラブ】：いわゆる学童保育。保護者が仕事などで昼間家庭にいない小学生に、放課

後や長期休業日等に適切な遊びや生活の場を提供する場をいう。 

※【放課後子ども教室】：放課後や週末等において、学校の余裕教室を活用して、こどもたちの安全・

安心な活動場所を確保し、地域と学校が連携・協働して学習や様々な体験・交流活動の機会を定期

的・継続的に提供する活動 

 

 単位施策 24 ：子育ての支え合いのしくみを充実させる            

○ 地域の中で事前に会員登録した「子育ての援助をしたい人（提供会員）」と「子育ての

援助をしてほしい人（依頼会員）」とで一時的に子育てを助け合う、ファミリー・サポ

ート・センターの充実を図ります。 



 

40 

④ 安心・ゆとり 

 
施策目標 

総合的な支援により、すべての家庭が安心とゆとりをもって子育てをしている 

 単位施策 25 ：ひとり親家庭への支援を充実させる              

○ 子育て家庭を対象とする、こども・子育ての諸施策の充実を図るとともに、各事業の

認知度の向上に努めます。また、各事業の優先利用や利用料等の負担軽減措置など、

ひとり親家庭のニーズに配慮した支援施策の在り方を検討します。 

○ 関係機関と連携し、ひとり親家庭が抱える様々な悩みや相談ごとに柔軟に対応できる

体制を整えます。ニーズに即応した情報提供や、母子・父子自立支援員による総合的

な相談対応などを行います。 

○ ひとり親家庭が修学や疾病等により一時的に生活援助や子育て支援を必要とする場

合に、支援員を派遣して日常生活を支援します。また、住居に困っている母子家庭に

は、母子生活支援施設への入所を通じ、自立に向けた生活支援を行います。 

○ 自立支援教育訓練給付金や高等職業訓練促進給付金の支給により、職業訓練・資格取

得を支援するとともに、自立支援計画を策定し、ハローワーク（公共職業安定所）等

の関係機関と連携をしながら就労自立を支援します。 

〇 離婚後のこどもの健やかな成長のため、ひとり親家庭の養育費確保を支援し、こども

が経済的・社会的に自立することを応援します。 
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 単位施策 26 ：障がいのあるこどもと、その家族に対する生活支援を充実させる 

○ 障がいのあるこどもや家族が必要とする支援を受けることができるように、障がいの

あるこどもの特性に応じた情報提供の充実を図ります。 

○ 障がいのあるこどもやその家族等に対して、相談対応、日常生活の支援、在宅福祉サ

ービスの利用援助等を実施するとともに、地域との交流や社会参加活動を通じて、障

がいのあるこどもの自立や社会参加を促進します。 

○ 児童発達支援センターを核として、学校・保育所・幼稚園、地域子育て支援拠点、医

療機関等、地域の関係機関との関わりを深め、発達に課題のあるこどもや心理的つま

ずきのあるこどもを取り巻くネットワークの機能を充実させていきます。 

○ 障がいのあるこどもが、家族の急病で在宅での対応が困難なときなどに、ショートス

テイの提供を行えるよう、短期入所サービス実施事業者の確保に努めます。また、障

がいのあるこどもの家族に対する就労支援や一時的な休息のため、日中の一時的見守

り等の支援を行う事業の必要なサービス量の確保を図ります。 

○ 医療的ケア児・重症心身障がい児が増加傾向にあり、本人のみならず、日常的に介護

している家族を支える必要があることから、個々の生活に応じた支援が受けられるよ

う、支援する事業所の体制強化や利用促進を図ります。 

○ 障がいのあるこどもが社会的に自立して生活していけるよう、ハローワーク（公共職

業安定所）や倉敷障がい者就業・生活支援センター、一般企業等と充分な連携をとり、

就労先の確保に取り組みます。 
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 単位施策 27 ：子育てに伴う経済的負担を軽減する              

〇 すべての妊婦・子育て世帯が安心して、出産・子育てできるように妊婦のための支援

給付金を支給します。 

○ 保育所・認定こども園等の保育料について、軽減を行います。また、特定不妊治療に

かかる医療費の一部や、妊婦・乳児健康診査、子ども医療費、ひとり親家庭等医療費

等についての助成を行います。 

○ 子育てのための施設等利用給付認定による給付については、保護者の負担軽減や利便

性等に配慮し行います。 

○ 高校生年代までのこどもを養育している人に児童手当を支給します。また、経済的な

事情で入院助産を受けられない妊婦に対しては出産費の助成を行います。そのほか、

国民健康保険加入者への出産育児一時金の支給を行うとともに、未就学児や出産する

被保険者の国民健康保険料を減額します。 

○ こどもが小学校や中学校に在学し、経済的な理由で就学等に困る家庭に対し、学用品

や給食などの費用の一部を援助します。また、被保護世帯のこどもの大学等への進学

支援や高等学校等卒業後に就職する際の新生活の立ち上げ費用として、進学・就職準

備給付金を支給します。 

〇 市営住宅への入居を希望する子育て世帯に対し、優先的に入居できるよう配慮しま

す。 

○ ひとり親家庭等でこどもを監護している親または養育者に児童扶養手当を支給しま

す。また、遺児の養育者に対し、倉敷市遺児激励金を支給するとともに、義務教育に

要する費用の一部として倉敷市遺児教育年金を支給します。 

○ ひとり親家庭等に対し、各種資金（修学資金・就学支度資金等）の貸付を行います。

また、こどもが学校に入学する場合の準備資金や、生活の安定を維持するための緊急

資金を、市内団体等を通して貸し付けます。 

○ 障がいのあるこどもとその養育者に対し、特別児童扶養手当、児童福祉年金等を支給

します。また、本人には医療費の助成や、補装具の購入費及び修理費等の支給、日常

生活用具の給付等を行うとともに、各種手当や制度の周知を図ります。 

 単位施策 28 ：様々な困難を抱える家庭の生活課題に着目し、寄り添う支援をする 

○ 離婚、債務、ＤＶ、障がい、住居、家計、就労などで困難を抱える保護者の困りごと

や悩みの相談を受け、状況に応じて訪問し、その家庭が社会的に孤立することのない

よう、家庭に寄り添う支援を行います。 

○ 保護者が仕事や子育て及び生活について相談しやすい体制を整備します。また、支援

が必要な家庭について、関係機関で連携しながら、ニーズに応じた支援に努めます。 

〇 ヤングケアラー等への支援として、家庭の状況に応じて、介護サービスや障がい福祉

サービスにつなぐとともに、必要に応じて、家事育児ヘルパーの派遣、こどもの面接

や居場所へのつなぎなど、伴走的に支援できるよう取り組みます。 
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「子育て」に関する評価指標と目標値  

 

 

施策 

領域 

施策 

番号 
評価指標 単位 

実績値 
（R5） 

目標値 
 (R11） 

家
庭
・
家
族 

16 
「男は仕事、女は家庭」という考え方に同感しない 
人の割合 

％ 59.4 72 

17 
父親が積極的に育児をして 
いると思う保護者の割合 

就学前児童の保護者 
％ 

77.7 85 

小学生の保護者 64.4 70 

18 
子育てを家族で協力して 
行っている人の割合 

就学前児童の保護者 
％ 

88.0 94 

小学生の保護者 82.3 94 

親
育
ち 

19 
楽しく子育てできていると 
感じている人の割合 

就学前児童の保護者 
％ 

92.2 95 

小学生の保護者 89.8 95 

20 
身近に子育ての相談ができる
ところがあると思っている人
の割合 

就学前児童の保護者 
％ 

76.4 84 

小学生の保護者 63.7 74 

21 
子育てについて、必要時に必要
な情報が得られていると思う
保護者の割合 

就学前児童の保護者 
％ 

55.7 65 

小学生の保護者 48.3 65 

子
育
て
支
援 

22 地域子育て支援拠点の登録親子組数 組／年度 6,755 9,500 

23 
安心してこどもを預けられる
場所が身近にあると思う保護
者の割合 

就学前児童の保護者 
％ 

77.9 85 

小学生の保護者 67.7 75 

24 
ファミリー・サポート・センター 
の登録者数 

依頼会員 

人 

1,426 2,300 

提供会員 511 650 

両方会員 128 270 

安
心
・
ゆ
と
り 

25 母子・父子自立支援員の相談解決件数 件／年度 2,224 4,000 

26 
障がい福祉サービスにより地域全体で支えられている
と思っている障がい者や家族の割合 

％ 28.3 31 

27 
子育てに要する経済的な負担
が軽減されてきたと感じる 
保護者の割合 

就学前児童の保護者 
％ 

20.0 35 

小学生の保護者 24.5 30 

28 
様々な場面で困った時に相談
できる相手がいる保護者の割
合 

就学前児童の保護者 
％ 

90.3 97 

小学生の保護者 82.5 94 

 



 

44 

（３）「地域・社会」に関する施策 

① 地域連携 

 
施策目標 

地域コミュニティに強い絆とネットワークがあり、こども・若者が大切にされ、子

育てがまち全体から応援されている 

 単位施策 29 ：子育てボランティアを育成するとともに、組織づくりと活動を支援する 

○ 地域でこどもと子育てを支えるボランティアを養成するとともに、活動をしている愛

育委員、栄養委員、母親クラブ、親子クラブなどの委員や団体を支援します。親子の

ふれあいや親同士の交流を行う場となる｢子育てサロン｣については、新たなサロンの

設置促進など、その拡大にも努めます。 

 単位施策 30 ：地域と学校・大学との連携を進める              

○ 地域住民の参画を得て、こどもの学習や体験・交流活動等を行う放課後子ども教室の

拡充に努めます。また、学校・家庭・地域が一体となった学校教育支援活動を行い、

学校を拠点とした地域交流の促進を図ります。 

○ 大学内に地域子育て支援拠点を設け、大学と地域の交流を進めるとともに、県と連携

しながら、大学等が有する知的財産、人的財産やそのネットワーク、施設等を活用し

た、協働による地域ぐるみの子育て支援を進めます。 

○ 市内の大学・短大、大学校、附置研究所と連携し、市民の生涯学習を支援します。ま

た、市立短期大学においては、大学が有する人的財産、施設等を活用し、資格を持ち

ながら就労していない「潜在保育士」の復職等の支援を行います。 

 

 



第４章 こども・若者・子育ての施策 

45 

 単位施策 31 ：お互いのつながりを強め、地域の子育て力を高める       

○ 倉敷市子育て支援センターを中心として、地域子育て支援拠点、児童館のネットワー

ク化を図り、さらにこれらを各地域の拠点として、母親クラブ、子育てサロンなど団

体間のつながりを促進します。 

○ 地域でこどもと子育てを支えている委員、団体間の情報や知恵の交換・共有、ネット

ワークの広がりを促進するとともに、身近な地域を単位に、お互いのつながりを強め

る取組を進めます。 

○ 近隣の絆を強めるため、こどもから大人まで、積極的なあいさつ・声かけを推進しま

す。また、子育て家庭へのあたたかい言葉かけをまとめ、周知するなど、地域におけ

る子育て家庭への配慮、寄り添いを促進します。 

○ おおむね小学校区単位のコミュニティ協議会（令和６年３月現在５１組織）の設立を

促進するとともに、地域のふれあいや交流のための行事やイベント、地域独自の活動

を支援し、地域における連帯感の醸成や地域力の向上に努めます。 

 単位施策 32 ：福祉や教育、地域が協働し、困難を抱える家庭を支える体制づくりを促進する 

○ 様々な困難を抱える家庭のこどもが、学習、文化・野外活動などの経験が不足するこ

とがないよう、地域で行われている、こどもの学び、遊びなどの活動を周知し、居場

所づくりのための取組を推進します。 

○ 福祉や教育等の関係部署、地域の子育てに関わる団体等がそれぞれの分野を通じて、

困難を抱える家庭を支える地域づくりを推進するため、関係機関との情報共有や連携

強化を行い、総合的な支援体制の充実を図ります。 

 単位施策 33 ：地域とともに青少年の健全育成を進める            

○ 青少年健全育成推進大会や、青少年の健全育成に携わる団体の指導者を対象とした研

修会などを開催するとともに、各中学校区での「青少年を育てる会」などを支援し、

青少年の健全育成活動を推進します。 
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② 就労環境 

 
施策目標 

子育てを応援する職場が増え、子育てと仕事を両立できる環境が整っている 

 単位施策 34 ：育児休業制度などの利用を促進する              

○ 国や県、関係機関と連携して、企業に対して育児休業制度の周知を図ります。また、

仕事と家庭を両立させるための制度を導入し、利用を促進した場合に企業単位で助成

金が支給されるなどの、助成制度等のＰＲと活用促進を図ります。 

 単位施策 35 ：子育てしやすい職場環境づくりを促進する           

○ 一般事業主行動計画の策定・届出義務、認定制度やくるみんマーク※等の周知、子育

て応援サポーター※の普及・啓発などを行うとともに、従業員に対して仕事と子育て

の両立を支援している企業を表彰するなど、子育てしやすい職場環境づくりの促進に

努めます。 

※【くるみんマーク】：次世代育成支援対策推進法に基づき、行動計画を策定した企業のうち、行動

計画に定めた目標を達成し、一定の基準を満たした企業は、申請を行うことによって「子育てサポ

ート企業」として、厚生労働大臣の認定を受けることができる。 

 なお、このくるみんマークを取得している企業のうち、さらに両立支援の取組が進んでいる企業

が一定の基準を満たし、特例認定を受けると、「プラチナくるみん」のマークを表示することがで

きる。 

 

 

 

 

※【子育て応援サポーター】：こどもたちのために何がもっともよいことかを常に考え、こどもたち

が健やかで幸せに成長できる社会を実現するという「こどもまんなか宣言」の趣旨に賛同し、自ら

もアクションに取り組む個人・企業・団体・自治体など。倉敷市は令和５年８月にサポーターを宣

言 

 

 

 単位施策 36 ：出産・育児後の再就職の支援を充実させる           

○ 出産・育児後の再就職を支援するため、女性の就職に関する講座や研修会などの情報

提供を行います。また、国や県、関係機関と連携をして、こども連れでも利用しやす

い相談体制の充実に努めます。 
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③ 安全環境 

 
施策目標 

こどもやこども連れの人にとって、安全で住みやすいまちとなっている 

 単位施策 37 ：バリアフリー・ユニバーサルデザインを推進する        

○ 妊婦・こども・育児者の立場からの視点を重視して、バリアフリー・ユニバーサルデ

ザインの推進など、公共施設等の整備・環境改善を行うことで、子育て支援機能の強

化を図ります。市営住宅については、建替え時に、ライフステージを勘案した良質な

住宅を建築します。 

○ 乳幼児を抱える家族がおむつ替えや授乳等で立ち寄れる施設を「赤ちゃんの駅」に認

定し、拡大を図るとともに、県と連携して「ほっとパーキングおかやま」駐車場利用

証制度を進めるなど、親子が外出しやすい環境づくりに努めます。 

○ 車椅子やベビーカーの通行の妨げになる歩道の段差を解消します。また、主要な鉄道

駅などのバリアフリー整備を推進するとともに、小学生等を対象としたバス教室を開

催するなど、将来に向けた公共交通利用の促進を図ります。 

 単位施策 38 ：こどもの事故防止対策を充実させる              

○ 幼児健康診査や親子が集まるイベントなどで、誤飲、転落・転倒、やけどといったこ

どもの事故防止のための啓発を行うとともに、幼稚園・保育所・認定こども園等での

安全対策の整備と情報共有を図ります。 

○ 地域や警察等関係機関と連携して、交通安全の普及啓発活動を実施します。年齢・段

階に応じた交通安全教室を開催し、安全な歩行と横断方法や自転車の左側通行、ヘル

メットの着用などの自転車の安全利用等を推進します。また、チャイルドシートの正

しい使用と効果についての啓発や交通安全指導者の育成に努めます。 

○ 道路の安全確保や交通事故の発生要因などに応じた事故防止対策を行います。 

 

 単位施策 39 ：こどもを犯罪等から守るための活動を推進する         

○ 警察等と連携したパトロールの実施や防犯に関する情報の発信、地域の自主防犯パト

ロール活動の支援など、犯罪発生の抑止と防犯意識の高揚を図ります。 

○ 不審者に対する対応方法の指導及び防犯意識を高めるための啓発活動のほか、青色パ

トロール車による実効性のある安全確保に努めます。通学路安全のための防犯カメラ

の維持管理や防犯灯の設置など、犯罪の抑制を図ります。 
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「地域・社会」に関する評価指標と目標値  

 

施策 

領域 

施策 

番号 
評価指標 単位 

実績値 
（R5） 

目標値 
 (R11） 

地
域
連
携 

29 
過去１年間にこどもにかかわる活動をしたことがある

人の割合 
％ 24.8 40 

30 学校・家庭・地域が連携した事業に参加したこどもの数 人／年度 183,879 297,200 

31 
地域の人に支えてもらって 

子育てをしていると思う人 

の割合 

就学前児童の保護者 
％ 

35.4 53 

小学生の保護者 43.7 59 

32 
児童福祉、保健、障がいなどの

福祉関係機関や学校・地域が連

携できていると思う人の割合 

就学前児童の保護者 
％ 

41.3 50 

小学生の保護者 41.4 50 

33 青少年を育てる会が主催する活動の年間参加者数 人／年度 131,695 150,000 

就
労
環
境 

34 
これまで育児休業を取得した 

ことがある人の割合 

就学前児童の父親 
％ 

25.7 34 

就学前児童の母親 88.4 94 

35 
働いている職場が、子育てに対する理解があると 

思っている人の割合 
％ 70 74 

36 
出産・育児後の再就職に対し支

援・相談体制が充実していると

思っている人の割合 

就学前児童の保護者 
％ 

☆ ☆ 

小学生の保護者 ☆ ☆ 

安
全
環
境 

37 赤ちゃんの駅の認定施設数 か所 219 250 

38 
自転車に乗るときの交通マナーを小学生に指導して 

いる保護者の割合 
％ 86.2 95 

39 
市民・行政・学校・警察が連携して、防犯対策が 

とれていると思っている人の割合 
％ 43.9 63 

☆ 今後調査したうえで実績を出し、目標値を設定する予定  
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第５章 今後５か年の主要事業の「量の見込み」と「確保方策」 

１ 量の見込みと教育・保育提供区域の設定 

（１）教育・保育提供区域と主要事業 

子ども・子育て支援法では、市は、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、

教育・保育を提供するための施設の整備の状況その他の条件を総合的に勘案して、「教

育・保育提供区域」を定め、教育・保育に係る主要事業（幼児期の学校教育・保育、地

域子ども・子育て支援事業）について、その区域における各年度の「量の見込み」と「確

保方策」（提供体制の確保の内容、その実施時期）を示すこととなっています。 

 このたび、地域子ども・子育て支援事業に新たに位置付けられた「子育て世帯訪問支

援事業」「親子関係形成支援事業」「産後ケア事業」を計画へ追加し、提供体制の整備を

図ります。 
 

① 幼児期の学校教育・保育 ② 地域子ども・子育て支援事業 

ア．特定教育・保育施設 
（幼稚園、保育所、認定こども園） 
私学助成を受ける私立幼稚園 
（特定教育・保育施設に該当しな
い幼稚園） 

イ．特定地域型保育事業 
（事業所内保育、小規模保育、家庭

的保育、居宅訪問型保育） 

ウ．企業主導型保育事業 
  

ア．利用者支援事業 

イ．地域子育て支援拠点事業 

ウ．妊婦一般健康診査 

エ．こんにちは赤ちゃん訪問事業（乳児家庭全戸訪問事業）・
養育支援訪問事業 

オ．子育て支援短期利用事業（ショートステイ） 
夜間養護事業（トワイライトステイ） 

カ．ファミリー・サポート・センター事業 

キ．幼稚園の預かり保育、保育所の一時保育等 

ク．延長保育事業 

ケ．病児・病後児保育事業 

コ．放課後児童クラブ 
（放課後児童健全育成事業） 

サ．認定こども園特別支援児保育事業 
（多様な事業者の参入促進・能力活用事業） 

シ．子育て世帯訪問支援事業（新） 

ス．親子関係形成支援事業（新） 

セ．産後ケア事業（新） 

 

（２）教育・保育提供区域の設定 

教育・保育に係る主要事業について、その「量」を 

見込んで「確保の方策」を整理するため、本市では、 

社会福祉事務所の単位を基本として、市域を４つに 

区割りします。 

※庄・茶屋町地区は倉敷区域、船穂地区・真備 

地区は玉島区域に含まれます。 
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２ 主要事業の「量の見込み」と「確保方策」 

地域のニーズにきめ細かく対応するため、区域ごとに「量の見込み」と「確保方策」を

設定します。なお、妊婦一般健康診査、子育て支援短期利用事業（ショートステイ）・夜

間養護事業（トワイライトステイ）、ファミリー・サポート・センター事業、新設の子育

て世帯訪問支援事業、親子関係形成支援事業、産後ケア事業については、市域全体での設

定とします。 

（１）幼児期の学校教育・保育 

公立・私立（民間）を問わず、市内の幼稚園・保育所・認定こども園などのそれぞれ

の特徴を生かしながら“総合力”で、「質の高い幼児教育及び保育の総合的な提供」「保

育の量的拡大・確保」を図る必要があります。 

なお、子ども・子育て支援法では、特定教育・保育施設や特定地域型保育事業の利用

に際しては、教育・保育の必要性に応じて、次の支給認定を受けてから、給付を受ける

こととなります。 
 

認定区分 対象 利用先 

１号 
・ 満３歳以上～５歳（就学前） 

・ 幼児教育のみを希望 
幼稚園、認定こども園 

２号 
・ 満３歳以上～５歳（就学前） 

・ 保育を必要とし、教育・保育を希望 
保育所、認定こども園 

３号 
・ 満３歳未満（０～２歳） 

・ 保育を必要とし、保育を希望 
保育所、認定こども園など 

 

ア．特定教育・保育施設、私学助成を受ける私立幼稚園 

【事業概要】 

各家庭の状況に応じて利用できる施設として、幼稚園、保育所、認定こども園があります。 

< 幼稚園 > 

満３歳から小学校就学前までのこどもに、生活や遊びを通して教育を行う施設です。標準

４時間の幼児教育を行うとともに、就労などの理由で、標準時間を超えて保育を希望する人

のために、私立幼稚園や一部の公立幼稚園では、預かり保育を実施しています。 

< 保育所 > 

保護者の就労や疾病などの理由で、家庭保育ができない０歳から小学校就学前までのこど

もを預かり、保育する施設です。集団生活に慣れさせるためなどの理由で入所することはで

きません。２号、３号の認定を受けたこどもが利用できます。 
 

< 認定こども園 > 

幼児期の学校教育・保育、地域での子育て支援を総合的に提供する施設です。保護者が働

いている、働いていないに関わらず利用でき、保護者の就労状況が変化しても、同じ園を継

続して利用することができます。園によって違いはありますが、原則として、1 号、２号、

３号の認定を受けたこどもが利用できます。  
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【方向性】 

○ 公立・私立（民間）を問わず、幼稚園・保育所・認定こども園のそれぞれの特徴を生かし

ながら“総合力”で供給の確保に努めます。 

○ 認定こども園は、幼稚園と保育所の機能を併せ持ち、保護者の就労状況やその変化によら

ず柔軟にこどもを受け入れられる施設です。認定こども園について、適宜、私立幼稚園、

民間保育所に情報提供を行うとともに、認定こども園への移行を希望する場合には積極

的にその支援を行います。このため、国の基本指針に基づく需給調整に関する上乗せ数値

については、具体的な数値設定を行わないこととします。 

○ 公立幼稚園・公立保育所・公立認定こども園については、別に定めた適正配置計画※に基

づき、幼稚園の多機能化や認定こども園の設置などを実施します。 

※【適正配置計画】：待機児童対策や幼児教育の集団規模の適正化のため、公立幼稚園・公立保育所・公

立認定こども園の配置の方向性を定めた計画のこと。 
 

イ．特定地域型保育事業 

【事業概要】 

原則、満３歳未満（０～２歳）の保育を必要とする乳幼児を保育する事業で、主に次のよ

うな類型があります。 

< 事業所内保育 >  

企業が主として従業員への仕事と子育ての両立支援策として実施しますが、地域において

保育を必要とするこどもにも保育を提供する事業です。 

・保育所型事業所内保育事業（定員２０人以上） 

・小規模型事業所内保育事業（定員１９人以下）… 小規模保育の基準を適用 

 

< 小規模保育 >  

定員が６～１９人の比較的小規模な施設で家庭的な雰囲気のもと、きめ細かな保育を実施

する事業です。 

【方向性】 

○ 保育所・認定こども園で対応しきれない０～２歳の保育需要に対応するため、小規模保育

事業、保育所型事業所内保育事業、小規模型事業所内保育事業を実施し、こどもの受入れ

を行います。 

○ この事業を利用した０～２歳のこどもが、満３歳以降も切れ目なく適切に教育・保育が受

けられるよう、幼稚園・保育所・認定こども園との連携を支援します。 

 

ウ．企業主導型保育事業 

【事業概要】 

多様な就労形態に対応する保育サービスの拡大を行い、保育所待機児童の解消を図るとと

もに、仕事と子育ての両立に資することを目的として、市町村の認可を必要とせず、子ども・

子育て拠出金を負担している企業が設置した事業所内保育所に対して、国から運営費などが

助成される制度です。 

【方向性】 

○ 企業主導型保育事業の実施施設とこどもの受入れについて連携を図ります。   
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【量の見込みと確保方策】 ※ 必要利用定員総数の値は、１号は各年５月１日現在、２・３号は各年４月１日現在 

[倉敷区域] 

年度 R5(実績) R6(実績) 

認定の区分 １号 ２号 
３号 

１号 ２号 
３号 

0 歳 1～2 歳 0 歳 1～2 歳 

量の見込み 

（必要利用定員総数）

（人） 

2,232 3,050 379 2,257 2,169 3,014 335 2,199 

確

保

方

策 

特定教育・保育施設 2,959 3,148 524 1,688 2,439 3,120 514 1,656 

私学助成を受ける 

私立幼稚園 
300    300    

特定地域型保育事業   157 357   160 363 

企業主導型保育事業  108 63 159  103 62 157 

計 3,259 3,256 744 2,204 2,739 3,223 736 2,176 

年度 R7 R8 

認定の区分 １号 ２号 
３号 

１号 ２号 
３号 

0 歳 1～2 歳 0 歳 1～2 歳 

量の見込み 

（必要利用定員総数）

（人） 

2,061 3,037 331 2,092 1,960 2,986 325 2,049 

確

保

方

策 

特定教育・保育施設 2,544 3,120 514 1,656 2,544 3,120 514 1,656 

私学助成を受ける 

私立幼稚園 
0    0    

特定地域型保育事業   160 402   160 402 

企業主導型保育事業  103 62 157  103 62 157 

計 2,544 3,223 736 2,215 2,544 3,223 736 2,215 

年度 R9 R10 

認定の区分 １号 ２号 
３号 

１号 ２号 
３号 

0 歳 1～2 歳 0 歳 1～2 歳 

量の見込み 

（必要利用定員総数）

（人） 

1,821 2,867 309 2,078 1,713 2,768 304 2,065 

確

保

方

策 

特定教育・保育施設 2,544 3,120 514 1,656 2,544 3,120 514 1,656 

私学助成を受ける 

私立幼稚園 
0    0    

特定地域型保育事業   160 402   160 402 

企業主導型保育事業  103 62 157  103 62 157 

計 2,544 3,223 736 2,215 2,544 3,223 736 2,215 

年度 R11  

認定の区分 １号 ２号 
３号 

  
 

0 歳 1～2 歳   

量の見込み 

（必要利用定員総数）

（人） 

1,623 2,719 299 2,053     

確

保

方

策 

特定教育・保育施設 2,544 3,120 514 1,656     

私学助成を受ける 

私立幼稚園 
0        

特定地域型保育事業   160 402     

企業主導型保育事業  103 62 157     

計 2,544 3,223 736 2,215       
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 [水島区域] 

年度 R5(実績) R6(実績) 

認定の区分 １号 ２号 
３号 

１号 ２号 
３号 

0 歳 1～2 歳 0 歳 1～2 歳 

量の見込み 

（必要利用定員総数）

（人） 

1,377 1,391 132 900 1,269 1,388 143 865 

確

保

方

策 

特定教育・保育施設 1,725 1,448 249 757 1,565 1,444 254 756 

私学助成を受ける 

私立幼稚園 
400    400    

特定地域型保育事業   37 81   37 81 

企業主導型保育事業  18 14 28  18 14 28 

計 2,125 1,466 300 866 1,965 1,462 305 865 

年度 R7 R8 

認定の区分 １号 ２号 
３号 

１号 ２号 
３号 

0 歳 1～2 歳 0 歳 1～2 歳 

量の見込み 

（必要利用定員総数）

（人） 

1,210 1,410 139 802 1,125 1,401 135 803 

確

保

方

策 

特定教育・保育施設 1,745 1,444 254 756 1,745 1,444 254 756 

私学助成を受ける 

私立幼稚園 
0    0    

特定地域型保育事業   37 94   37 94 

企業主導型保育事業  18 14 28  18 14 28 

計 1,745 1,462 305 878 1,745 1,462 305 878 

年度 R9 R10 

認定の区分 １号 ２号 
３号 

１号 ２号 
３号 

0 歳 1～2 歳 0 歳 1～2 歳 

量の見込み 

（必要利用定員総数）

（人） 

1,023 1,361 132 801 908 1,298 129 799 

確

保

方

策 

特定教育・保育施設 1,745 1,444 254 756 1,745 1,444 254 756 

私学助成を受ける 

私立幼稚園 
0    0    

特定地域型保育事業   37 94   37 94 

企業主導型保育事業  18 14 28  18 14 28 

計 1,745 1,462 305 878 1,745 1,462 305 878 

年度 R11  

認定の区分 １号 ２号 
３号 

  
 

0 歳 1～2 歳   

量の見込み 

（必要利用定員総数）

（人） 

848 1,304 126 798     

確

保

方

策 

特定教育・保育施設 1,745 1,444 254 756     

私学助成を受ける 

私立幼稚園 
0        

特定地域型保育事業   37 94     

企業主導型保育事業  18 14 28     

計 1,745 1,462 305 878     
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[児島区域] 

年度 R5(実績) R6(実績) 

認定の区分 １号 ２号 
３号 

１号 ２号 
３号 

0 歳 1～2 歳 0 歳 1～2 歳 

量の見込み 

（必要利用定員総数）

（人） 

167 968 68 537 153 920 64 512 

確

保

方

策 

特定教育・保育施設 275 1,072 222 606 225 1,046 205 589 

私学助成を受ける 

私立幼稚園 
0    0    

特定地域型保育事業   3 9   3 9 

企業主導型保育事業  0 0 0  0 0 0 

計 275 1,072 225 615 225 1,046 208 598 

年度 R7 R8 

認定の区分 １号 ２号 
３号 

１号 ２号 
３号 

0 歳 1～2 歳 0 歳 1～2 歳 

量の見込み 

（必要利用定員総数）

（人） 

190 863 54 483 177 824 49 440 

確

保

方

策 

特定教育・保育施設 225 1,046 205 589 225 1,046 205 589 

私学助成を受ける 

私立幼稚園 
0    0    

特定地域型保育事業   3 9   3 9 

企業主導型保育事業  0 0 0  0 0 0 

計 225 1,046 208 598 225 1,046 208 598 

年度 R9 R10 

認定の区分 １号 ２号 
３号 

１号 ２号 
３号 

0 歳 1～2 歳 0 歳 1～2 歳 

量の見込み 

（必要利用定員総数）

（人） 

164 779 43 414 149 723 38 398 

確

保

方

策 

特定教育・保育施設 225 1,046 205 589 225 1,046 205 589 

私学助成を受ける 

私立幼稚園 
0    0    

特定地域型保育事業   3 9   3 9 

企業主導型保育事業  0 0 0  0 0 0 

計 225 1,046 208 598 225 1,046 208 598 

年度 R11  

認定の区分 １号 ２号 
３号 

  
 

0 歳 1～2 歳   

量の見込み 

（必要利用定員総数）

（人） 

134 663 33 381     

確

保

方

策 

特定教育・保育施設 225 1,046 205 589     

私学助成を受ける 

私立幼稚園 
0        

特定地域型保育事業   3 9     

企業主導型保育事業  0 0 0     

計 225 1,046 208 598     
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[玉島区域] 

年度 R5(実績) R6(実績) 

認定の区分 １号 ２号 
３号 

１号 ２号 
３号 

0 歳 1～2 歳 0 歳 1～2 歳 

量の見込み 

（必要利用定員総数）

（人） 

855 1,124 107 775 785 1,131 131 745 

確

保

方

策 

特定教育・保育施設 1,304 1,165 195 619 979 1,134 182 613 

私学助成を受ける 

私立幼稚園 
0    0    

特定地域型保育事業   42 99   48 112 

企業主導型保育事業  65 27 54  65 27 54 

計 1,304 1,230 264 772 979 1,199 257 779 

年度 R7 R8 

認定の区分 １号 ２号 
３号 

１号 ２号 
３号 

0 歳 1～2 歳 0 歳 1～2 歳 

量の見込み 

（必要利用定員総数）

（人） 

798 1,150 124 715 774 1,149 122 715 

確

保

方

策 

特定教育・保育施設 979 1,134 182 613 979 1,134 182 613 

私学助成を受ける 

私立幼稚園 
0    0    

特定地域型保育事業   48 112   48 112 

企業主導型保育事業  65 27 54  65 27 54 

計 979 1,199 257 779 979 1,199 257 779 

年度 R9 R10 

認定の区分 １号 ２号 
３号 

１号 ２号 
３号 

0 歳 1～2 歳 0 歳 1～2 歳 

量の見込み 

（必要利用定員総数）

（人） 

754 1,154 120 686 698 1,102 117 673 

確

保

方

策 

特定教育・保育施設 979 1,134 182 613 979 1,134 182 613 

私学助成を受ける 

私立幼稚園 
0    0    

特定地域型保育事業   48 112   48 112 

企業主導型保育事業  65 27 54  65 27 54 

計 979 1,199 257 779 979 1,199 257 779 

年度 R11  

認定の区分 １号 ２号 
３号 

  
 

0 歳 1～2 歳   

量の見込み 

（必要利用定員総数）

（人） 

672 1,095 115 659     

確

保

方

策 

特定教育・保育施設 979 1,134 182 613     

私学助成を受ける 

私立幼稚園 
0        

特定地域型保育事業   48 112     

企業主導型保育事業  65 27 54     

計 979 1,199 257 779     
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（２）地域子ども・子育て支援事業 

ア．利用者支援事業 

【事業概要】 

こどもや保護者の身近な場所で、教育・保育施設や地域の子育て支援事業などの情報集約・

提供、必要に応じ相談・助言など（利用者支援）を行うとともに、関係機関との連絡調整、

連携・協働の体制づくり（地域連携）などを実施する事業です。 

基本型※、特定型※の類型に加え、令和４年児童福祉法改正により、従来の母子保健型の類

型に代わり、こども家庭センター型※が新しく創設されました。 

【方向性】 

○ 基本型について、令和４年１０月から、市内１か所の地域子育て支援拠点において、実施

しています。今後、各区域における実施の検討を進めるともに、新たな基本型の類型を活

用し、市内各地域子育て支援拠点や児童館などにおいて、こども家庭センターと密接に連

携した、妊産婦、子育て世帯、こどもの身近な相談機関として「地域子育て相談機関※」

の体制整備を図ります。 

○ 平成２６年度から保育コンシェルジュを各区域に配置し、特定型を実施しています。今後

も継続して事業を実施します。 

○ 妊娠期から出産、子育て期にわたる相談支援を担当する「妊婦・子育て相談ステーション  

すくすく」と児童及び妊産婦の福祉に関し相談対応を行う「子ども相談センター」がこど

も家庭センター型として一体的な運営を行うことで切れ目ない相談体制の充実を図りま

す。 

 

※【基本型】：「利用者支援」「地域連携」「広報」のすべての業務を実施し、包括的な支援を行う類型。

地域子育て支援拠点など、親子が継続的に利用できる施設などを活用して行う。専門相談員を配置

する「基本Ⅰ・Ⅱ型」、既存事業において配置されている職員のみで実施する「基本Ⅲ型」（地域子

育て相談機関が活用できる類型）で構成される。 

※【特定型】：基本型に対し、一部の業務を実施しない類型で、主に「利用者支援」を実施する。「地

域連携」は、市の関係各課がその役割を担うこととなる。 

※【こども家庭センター型】：母子保健と児童福祉が連携・協働して、すべての妊産婦及びこどもとそ

の家庭等を対象として、妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健や育児に関する様々な悩み等

の相談支援を行う類型 

※【地域子育て相談機関】：子育て支援を行う施設等において、すべての子育て世帯やこどもが身近に

相談することができる相談機関。令和４年児童福祉法改正により、こども家庭センターの設置とと

もに、虐待の発生を未然に予防するための支援の強化として、市町村は整備に努めることとしてい

る。   
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【量の見込みと確保方策】   ※事業量（実績値）の値は全て４月１日現在の箇所数 

[倉敷区域] 

 実績 量の見込み 

年度 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 

確保 

方策 
（か所） 

【特定型】 1 1 1 1 1 1 1 

【母子保健型】 1 － － － － － － 

【こども家庭セ

ンター型】※ 
－ 2 2 2 2 2 2 

【基本型】 

（基本Ⅰ型） 
1 1 地域子育て支援拠点などを活用した実施を検討（１～２） 

地域子育て相

談機関 
－ － 11 11 11 11 11 

[水島区域] 

 実績 量の見込み 

年度 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 

確保 

方策 
（か所） 

【特定型】 1 1 1 1 1 1 1 

【母子保健型】 1 － － － － － － 

【こども家庭セ

ンター型】※ 
－ 1 1 1 1 1 1 

【基本型】 

（基本Ⅰ型） 
0 0 地域子育て支援拠点などを活用した実施を検討（１～２） 

地域子育て相

談機関 
－ － 4 4 4 4 4 

[児島区域] 

 実績 量の見込み 

年度 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 

確保 

方策 
（か所） 

【特定型】 1 1 1 1 1 1 1 

【母子保健型】 1 － － － － － － 

【こども家庭セ

ンター型】※ 
－ 1 1 1 1 1 1 

【基本型】 

（基本Ⅰ型） 
0 0 地域子育て支援拠点などを活用した実施を検討（１～２） 

地域子育て相

談機関 
－ － 4 4 4 4 4 

[玉島区域] 

 実績 量の見込み 

年度 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 

確保 

方策 
（か所） 

【特定型】 2 2 2 2 2 2 2 

【母子保健型】 1 － － － － － － 

【こども家庭セ

ンター型】※ 
－ 2 2 2 2 2 2 

【基本型】 

（基本Ⅰ型） 
0 0 地域子育て支援拠点などを活用した実施を検討（１～２） 

地域子育て相

談機関 
－ － 7 7 7 7 7 

 

※令和６年度からのこども家庭センター型については、 

  倉敷区域…子ども未来部子ども相談センター及び妊婦・子育て相談ステーションすくすく倉敷 

  水島区域…妊婦・子育て相談ステーションすくすく水島 

  児島区域…妊婦・子育て相談ステーションすくすく児島 

  玉島区域…妊婦・子育て相談ステーションすくすく玉島及び妊婦・子育て相談ステーションすくすく真備 

を指す。なお、子ども未来部子ども相談センターは市内全域を担当する。  
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イ．地域子育て支援拠点事業 

【事業概要】 

育児中の親とそのこども（乳幼児）が気軽に集まり、子育て情報の収集や仲間づくり、育

児相談ができる場を提供し、子育ての悩みや不安の解消を図る事業です。 

【方向性】 

○ 現在、常設の地域子育て支援拠点を市内２１か所、出張ひろばを市内２か所開設していま

す。これらの拠点の登録親子組数を増やします。 

【量の見込みと確保方策】 

[倉敷区域] 

 実績 量の見込み 

年度 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 

親子利用者数（人回／月） 7,814 8,309 8,381 8,452 8,524 8,595 8,667 

確保方策 （常設か所） 9 9 9 9 9 9 9 

[水島区域] 

 実績 量の見込み 

年度 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 

親子利用者数（人回／月） 2,016 2,042 2,257 2,472 2,687 2,902 3,118 

確保方策 （常設か所） 3 3 3 3 3 3 3 

[児島区域] 

 実績 量の見込み 

年度 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 

親子利用者数（人回／月） 718 898 1,053 1,208 1,363 1,518 1,673 

確保方策 （常設か所） 3 3 3 3 3 3 3 

[玉島区域] 

 実績 量の見込み 

年度 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 

親子利用者数（人回／月） 3,535 3,517 3,850 4,184 4,517 4,850 5,184 

確保方策 （常設か所） 6 6 6 6 6 6 6 
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ウ．妊婦一般健康診査  

【事業概要】 

妊婦の健康の保持及び増進を図るため、妊婦に対する健康診査として、①健康状態の把握、

②検査計測、③保健指導を実施するとともに、妊娠期間中の適時に必要に応じた医学的検査

を実施する事業です。 

【方向性】 

○ 現在、１人につき妊婦１４回の健康診査受診票と超音波検査等の受診票を発行していま

す。国が示す妊婦健診の実施に関する「望ましい基準」を満たせるよう、今後も継続して

事業を実施します。 

【量の見込みと確保方策】 

[市全域] 

 実績 量の見込み 

年度 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 

実人数（人） 3,379 3,299 3,189 3,082 2,978 2,879 2,782 

平均健診回数（回） 12 12 12 12 12 12 12 

確保方策 

 実施機関：県内産婦人科医療機関、県内助産院へ委託により実施 

県外医療機関については償還払対応 

検査項目：問診、診察、血圧・体重測定、尿化学検査、保健指導ほか  

実施時期：通年 

延べ人数（人） 39,496 
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エ．こんにちは赤ちゃん訪問事業（乳児家庭全戸訪問事業）・養育支援訪問事業 

【事業概要】 

○ こんにちは赤ちゃん訪問事業（乳児家庭全戸訪問事業） 

生後４か月までの乳児のいるすべての家庭を訪問し、子育て支援に関する情報提供や養 

育環境等の把握を行う事業です。 

○ 養育支援訪問事業 

養育支援が特に必要な家庭に対して、その居宅を訪問し、養育に関する指導・助言などを

行い、当該家庭の適切な養育の実施を確保する事業です。 

【方向性】 

○ 現在、生後４か月までの乳児がいるすべての家庭に、保健師や助産師などが訪問し、支援

が必要な場合には適切なサービス提供に結びつけています。今後も継続して事業を実施

します。 

【量の見込みと確保方策】 

[市全域] 

 実績 量の見込み 

年度 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 

こんにちは赤ちゃん訪問（人） 3,369 3,219 3,179 3,048 2,916 2,856 2,755 

養育支援訪問（人） 803 721 712 705 698 691 684 

確保方策 実施体制：計１６人 
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オ．子育て支援短期利用事業（ショートステイ）・夜間養護事業（トワイライトステイ） 

【事業概要】 

保護者の疾病などの理由により、家庭において養育を受けることが一時的に困難となった

こどもを、児童福祉施設で預かり、一時的に養育する事業です。 

【方向性】 

○ 市内では、児童養護施設１か所でショートステイを実施しています。今後も継続して事業

を実施します。 

○ 平成２６年度から、一部の母子家庭を対象にトワイライトステイを実施しています。今後

も継続して事業を実施します。 

【量の見込みと確保方策】 

[市全域] 

 実績 量の見込み 

年度 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 

ｼｮｰﾄｽﾃｲ（人日） 400 432 468 504 540 576 612 

確保方策（人日） 730 730 730 730 730 730 730 

ﾄﾜｲﾗｲﾄｽﾃｲ（人日） 0 10 10 10 10 10 10 

確保方策 （人日） 1,565 1,565 1,565 1,565 1,565 1,565 1,565 
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カ．ファミリー・サポート・センター事業  

【事業概要】 

地域の中で事前に会員登録した「子育ての援助をしたい人（提供会員）」と「子育ての援助

をしてほしい人（依頼会員）」とで、一時的に子育てを助け合う事業です。 

【方向性】 

○ 現在、くらしき健康福祉プラザを拠点にして、相互援助活動の連絡、調整を行っています。

活動回数の減少が見込まれるため、今後、提供会員・両方会員の拡大を図り、事業を実施

します。 

【量の見込みと確保方策】 

[市全域] 

 実績 量の見込み 

年度 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 

事業量
（人日） 

就学前の利用 2,063 2,113 2,163 2,213 2,263 2,313 2,363 

 預かりを含む利用 1,140 － － － － － － 

小学生の利用 1,872 1,922 1,972 2,022 2,072 2,122 2,172 

 預かりを含む利用 915 － － － － － － 

病児対応 5 10 10 10 10 10 10 

確保方策 （人日） 11,600 11,600 11,600 11,600 11,600 11,600 11,600 

依頼会員（人） 1,426 

提供会員（人） 511 

両方会員（人） 128 
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キ．幼稚園の預かり保育、保育所の一時保育等 

【事業概要】 

主として昼間に、幼稚園（在園児を対象）・保育所・認定こども園、地域子育て支援拠点そ

の他の場所で、家庭において保育を受けることが困難となった乳幼児を一時的に預かり、保

育する事業です。 

【方向性】 

○ 幼稚園（在園児を対象）・保育所・認定こども園のほか、地域子育て支援拠点などの、よ

り身近な場所で事業を実施します。 

○ 公立幼稚園においては、別に定めた適正配置計画に基づき、在園児を対象に実施するとと

もに、必要に応じ、拡大の検討を進めます。 

【量の見込みと確保方策】 

[倉敷区域] 

 実績 量の見込み 

年度 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 

事業量 

（人日） 

私立幼稚園 

預かり保育 
39,195 

129,064 131,873 133,706 136,839 139,972 143,105 146,239 

公立幼稚園 

預かり保育 
77,119 

一時保育 8,376 

休日保育 1,066 

拠点※ 

託児ｻｰﾋﾞｽ 
3,308 

確保方策（人日） 135,606 142,806 150,006 153,606 153,606 153,606 153,606 

※ 地域子育て支援拠点 

[水島区域] 

 実績 量の見込み 

年度 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 

事業量 

（人日） 

私立幼稚園 

預かり保育 
50,434 

69,561 68,602 75,591 77,580 79,569 81,558 83,547 

公立幼稚園 

預かり保育 
10,322 

一時保育 6,331 

休日保育 339 

拠点※ 

託児ｻｰﾋﾞｽ 
2,135 

確保方策（人日） 73,386 76,986 95,386 95,386 95,386 95,386 95,386 

※ 地域子育て支援拠点   



 

64 

[児島区域] 

 実績 量の見込み 

年度 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 

事業量 

（人日） 

私立幼稚園 

預かり保育 
914 

5,352 7,294 7,511 7,310 7,014 6,834 6,669 

公立幼稚園 

預かり保育 
2,075 

一時保育 2,113 

休日保育 250 

拠点※ 

託児ｻｰﾋﾞｽ 
― 

確保方策（人日） 12,282 14,682 16,782 16,782 16,782 16,782 16,782 

※ 地域子育て支援拠点 

[玉島区域] 

 実績 量の見込み 

年度 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 

事業量 

（人日） 

私立幼稚園 

預かり保育 
27,169 

53,356 54,584 57,504 55,447 56,826 58,138 59,619 

公立幼稚園 

預かり保育 
21,066 

一時保育 3,155 

休日保育 49 

拠点※ 

託児ｻｰﾋﾞｽ 
1,917 

確保方策（人日） 59,474 61,874 61,874 61,874 61,874 61,874 61,874 

※ 地域子育て支援拠点 
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ク．延長保育事業 

【事業概要】 

２号、３号の認定を受けたこどもを、通常の利用時間以外の時間に、保育所や認定こども

園などで預かり、保育する事業です。 

【方向性】 

○ 現在、８９園で延長保育を行っており、今後も継続して事業を実施します。 

【量の見込みと確保方策】 

[倉敷区域] 

 実績 量の見込み 

年度 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 

事業量（人） 2,381 2,361 2,328 2,261 2,194 2,129 2,066 

確保方策 （人） 2,973 2,973 2,973 2,973 2,973 2,973 2,973 

[水島区域] 

 実績 量の見込み 

年度 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 

事業量（人） 809 814 803 777 752 728 704 

確保方策 （人） 1,498 1,498 1,498 1,498 1,498 1,498 1,498 

[児島区域] 

 実績 量の見込み 

年度 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 

事業量（人） 279 262 250 239 229 219 210 

確保方策 （人） 705 705 705 705 705 705 705 

[玉島区域] 

 実績 量の見込み 

年度 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 

事業量（人） 604 612 610 589 570 551 533 

確保方策 （人） 1,067 1,067 1,067 1,067 1,067 1,067 1,067 
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ケ．病児・病後児保育事業 

【事業概要】 

病児・病後児について、病院などに付設された専用スペース等で、看護師などが一時的に

こどもを預かり、保育する事業です。 

【方向性】 

○ 病気のため集団保育が難しいこども（乳幼児、小学１～６年生）を対象に、各区域１か所、

市内計４か所で実施しています。今後も継続して事業を実施します。 

【量の見込みと確保方策】 

[倉敷区域] 

 実績 量の見込み 

年度 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 

事業量（人） 1,450 1,420 1,349 1,345 1,341 1,337 1,333 

確保方策 （人） 1,758 1,758 1,758 1,758 1,758 1,758 1,758 

[水島区域] 

 実績 量の見込み 

年度 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 

事業量（人） 1,007 983 973 924 878 834 792 

確保方策 （人） 2,360 2,360 2,360 2,360 2,360 2,360 2,360 

[児島区域] 

 実績 量の見込み 

年度 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 

事業量（人） 1,334 1,288 1,244 1,189 1,136 1,084 1,035 

確保方策 （人） 2,344 2,344 2,344 2,344 2,344 2,344 2,344 

[玉島区域] 

 実績 量の見込み 

年度 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 

事業量（人） 581 578 571 557 543 529 515 

確保方策 （人） 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180 

 
 

 

   



第５章 今後５か年の主要事業の「量の見込み」と「確保方策」 

67 

コ．放課後児童クラブ（放課後児童健全育成事業） 

【事業概要】 

保護者が仕事などにより昼間家庭にいない小学生に、放課後や長期休業日等に適切な遊び

や生活の場を提供し、その健全な育成を図る事業です。 

【方向性】 

○ 現在、市内には６４か所（１７４支援の単位※）の放課後児童クラブがあります。今後も、

児童１人あたりの面積や待機児童数の予測、支援員の確保など、個々のクラブの実情を総

合的に勘案して、最大限にこどもを保育できるよう事業を実施します。 

※【支援の単位】児童の集団の規模を示す基準として導入されたもので、概ね４０人が適正とされている。 

○ 供給不足が見込まれるクラブでは、学校施設や民間施設の一層の活用をはじめ、様々な工

夫を行い、その解消に努めます。 

【量の見込みと確保方策】※事業量の値は全て４月１日現在の入所児童数 

[倉敷区域] 

 実績 量の見込み 

年度 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 

低

学

年 

事業量（人） 2,430 2,532 2,609 2,652 2,690 2,748 2,764 

確保方策（人） 3,113 3,239 3,301 3,332 3,363 3,425 3,456 

高

学

年 

事業量（人） 663 729 752 765 776 793 798 

確保方策（人） 850 890 908 917 926 944 953 

支援の単位数 82 86 88 89 90 92 93 

[水島区域] 

 実績 量の見込み 

年度 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 

低

学

年 

事業量（人） 830 851 894 926 963 1,000 1,019 

確保方策（人） 1,254 1,313 1,344 1,375 1,406 1,437 1,468 

高

学

年 

事業量（人） 206 234 247 256 267 278 284 

確保方策（人） 312 332 341 350 359 368 377 

支援の単位数 28 30 31 32 33 34 35 
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[児島区域] 

 実績 量の見込み 

年度 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 

低

学

年 

事業量（人） 508 514 514 504 501 493 493 

確保方策（人） 692 692 692 724 724 724 724 

高

学

年 

事業量（人） 73 70 70 69 69 69 70 

確保方策（人） 161 161 161 169 169 169 169 

支援の単位数 18 17 17 18 18 18 18 

[玉島区域] 

 実績 量の見込み 

年度 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 

低

学

年 

事業量（人） 951 1,050 1,085 1,105 1,134 1,172 1,183 

確保方策（人） 1,339 1,467 1,495 1,523 1,551 1,579 1,579 

高

学

年 

事業量（人） 412 383 397 405 416 431 436 

確保方策（人） 581 600 612 624 636 648 648 

支援の単位数 40 41 42 43 44 45 45 
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サ．認定こども園特別支援児保育事業（多様な事業者の参入促進・能力活用事業） 

【事業概要】 

健康面や発達面において特別な支援が必要なこどもを受け入れる民間認定こども園（学校

法人立を除く）の設置者に対して、職員の加配に必要な費用の一部を補助する事業です。 

【方向性】 

○ 市内では、対象となる認定こども園で事業を実施しています。今後も継続して事業を実施

します。 

【量の見込みと確保方策】 

[市全域] 

 実績 量の見込み 

年度 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 

事業量（人） 129 130 132 134 136 138 140 

確保方策  

対象施設：健康面、発達面において特別な支援が必要なこどもが２人以上在籍する

民間認定こども園であって、対象となるこどもの教育・保育を担当する職員を加配

する施設 
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シ．子育て世帯訪問支援事業（訪問による生活の支援） 

【事業概要】 

家事・子育てへの不安・負担を抱えた子育て家庭、核家族等で支援のない妊産婦、ヤング

ケアラー等がいる家庭を訪問支援員が訪問し、不安や悩みを傾聴したり、家事・子育て等の

支援を行うことにより、家庭や養育環境を整える事業です。 

【方向性】 

〇 家事支援ヘルパー： 

要支援・要保護家庭・ヤングケアラー等のいる家庭を対象とし、適切な時期に利用できる

よう、検討してつなげます。 

〇 産後ヘルパー： 

現在、産後 1 年まで利用できるものですが、妊娠期から利用できるよう拡充を検討しま

す。 

【量の見込みと確保方策】 

○家事支援ヘルパー 

[市全域] 

 実績 量の見込み 

年度 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 

事業量（人日） 584 560 600 600 600 600 600 

確保方策（人日） 2,080 2,080 2,080 2,080 2,080 2,080 2,080 

 

〇産後ヘルパー 

[市全域] 

 実績 量の見込み 

年度 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 

事業量（人日） 283 300 333 326 318 310 300 

確保方策（人日） 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
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ス．親子関係形成支援事業（親子関係の構築に向けた支援） 

【事業概要】 

こどもとの関わり方や子育てに悩みや不安を抱えている保護者に対し、講義やグループワ

ーク等を通じて、こどもの心身の発達状況等に応じた情報提供、相談や助言、同じ悩みや不

安を抱える保護者同士が相互に悩みや不安を相談・共有し合える場を設ける等により、健全

な親子関係の形成に向けた支援を行う事業です。 

【方向性】 

○ 子育てに関するシリーズの講座を、就学前と学童期以降に分けて実施しています。保護者

や時代のニーズに沿った内容を取り入れ、継続して事業を実施します。 

【量の見込みと確保方策】 

[市全域] 

 実績 量の見込み 

年度 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 

事業量（人）  150 150 150 150 150 150 

確保方策（人）  300 300 300 300 300 300 
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セ．産後ケア事業 

【事業概要】 

出産後１年以内の母とそのこどもに対して、助産師等が心身の状態に応じた保健指導、療養

に伴う世話または育児に関する指導、相談等を行う事業です。利用者が施設に入所して産後ケ

アを受ける宿泊産後ケア、通所してケアを受ける日帰り産後ケア、利用者の居宅でケアを受け

る訪問産後ケアがあり、産後ケア利用料の一部を市が負担しています。 

【方向性】 

〇 令和６年度から、宿泊産後ケア、日帰り産後ケア利用料の市負担額の増額、訪問産後ケア

の開始、利用申請の電子化（Ｗｅｂサイトからの申請）を開始し、事業の拡充を行いまし

た。今後も継続して事業を実施します。 

 

〇 市と産後ケア施設が連携し、出産後の母の悩みや不安に寄り添った切れ目ない支援を実

施しています。今後も継続して必要な支援を行います。 

 

〇 利用者がより身近な施設で利用できるよう、今後も利用できる施設を確保するとともに、

必要に応じ施設数の拡大を検討します。 

【量の見込みと確保方策】 

[市全域] 

 実績 量の見込み 

年度 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 

宿

泊 

延べ泊数 270 532 538 543 549 555 560 

確保方策（か所） 14 19 19 19 20 20 20 

日

帰

り 

延べ人数 135 263 267 270 274 277 281 

確保方策（か所） 13 18 18 18 19 19 19 

訪

問 

延べ回数  136    137 138 139 140 141 

確保方策（か所）  7 7 7 7 7 7 
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１．こども基本法 
（令和四年六月二十二日） 

（法律第七十七号） 

目次 

第一章 総則（第一条―第八条） 

第二章 基本的施策（第九条―第十六条） 

第三章 こども政策推進会議（第十七条―第二十条） 

附則 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、日本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神にのっとり、次代の社会を担う全

てのこどもが、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人としてひとしく健やかに成長する

ことができ、心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、その権利の擁護が図られ、将来にわた

って幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指して、社会全体としてこども施策に取り組むこ

とができるよう、こども施策に関し、基本理念を定め、国の責務等を明らかにし、及びこども施策の

基本となる事項を定めるとともに、こども政策推進会議を設置すること等により、こども施策を総合

的に推進することを目的とする。 

（定義） 

第二条 この法律において「こども」とは、心身の発達の過程にある者をいう。 

２ この法律において「こども施策」とは、次に掲げる施策その他のこどもに関する施策及びこれと一

体的に講ずべき施策をいう。 

一 新生児期、乳幼児期、学童期及び思春期の各段階を経て、おとなになるまでの心身の発達の過程

を通じて切れ目なく行われるこどもの健やかな成長に対する支援 

二 子育てに伴う喜びを実感できる社会の実現に資するため、就労、結婚、妊娠、出産、育児等の各

段階に応じて行われる支援 

三 家庭における養育環境その他のこどもの養育環境の整備 

（基本理念） 

第三条 こども施策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。 

一 全てのこどもについて、個人として尊重され、その基本的人権が保障されるとともに、差別的取

扱いを受けることがないようにすること。 

二 全てのこどもについて、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され保護される

こと、その健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉に係る権利が等しく

保障されるとともに、教育基本法（平成十八年法律第百二十号）の精神にのっとり教育を受ける機

会が等しく与えられること。 

三 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、自己に直接関係する全ての事項に関

して意見を表明する機会及び多様な社会的活動に参画する機会が確保されること。 

四 全てのこどもについて、その年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利

益が優先して考慮されること。 

五 こどもの養育については、家庭を基本として行われ、父母その他の保護者が第一義的責任を有す

るとの認識の下、これらの者に対してこどもの養育に関し十分な支援を行うとともに、家庭での養

育が困難なこどもにはできる限り家庭と同様の養育環境を確保することにより、こどもが心身とも

に健やかに育成されるようにすること。 

六 家庭や子育てに夢を持ち、子育てに伴う喜びを実感できる社会環境を整備すること。 

（国の責務） 

第四条 国は、前条の基本理念（以下単に「基本理念」という。）にのっとり、こども施策を総合的に

策定し、及び実施する責務を有する。 

（地方公共団体の責務） 

第五条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、こども施策に関し、国及び他の地方公共団体との連携

を図りつつ、その区域内におけるこどもの状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

（事業主の努力） 

第六条 事業主は、基本理念にのっとり、その雇用する労働者の職業生活及び家庭生活の充実が図られ

るよう、必要な雇用環境の整備に努めるものとする。
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（国民の努力） 

第七条 国民は、基本理念にのっとり、こども施策について関心と理解を深めるとともに、国又は地方

公共団体が実施するこども施策に協力するよう努めるものとする。 

（年次報告） 

第八条 政府は、毎年、国会に、我が国におけるこどもをめぐる状況及び政府が講じたこども施策の実

施の状況に関する報告を提出するとともに、これを公表しなければならない。 

２ 前項の報告は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。 

一 少子化社会対策基本法（平成十五年法律第百三十三号）第九条第一項に規定する少子化の状況及

び少子化に対処するために講じた施策の概況 

二 子ども・若者育成支援推進法（平成二十一年法律第七十一号）第六条第一項に規定する我が国に

おける子ども・若者の状況及び政府が講じた子ども・若者育成支援施策の実施の状況 

三 こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律（平成二十五年法律第六十四号）第八条第

一項に規定するこどもの貧困の状況及びこどもの貧困の解消に向けた対策の実施の状況 

（令六法六八・一部改正） 

第二章 基本的施策 

（こども施策に関する大綱） 

第九条 政府は、こども施策を総合的に推進するため、こども施策に関する大綱（以下「こども大綱」

という。）を定めなければならない。 

２ こども大綱は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 こども施策に関する基本的な方針 

二 こども施策に関する重要事項 

三 前二号に掲げるもののほか、こども施策を推進するために必要な事項 

３ こども大綱は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。 

一 少子化社会対策基本法第七条第一項に規定する総合的かつ長期的な少子化に対処するための施

策 

二 子ども・若者育成支援推進法第八条第二項各号に掲げる事項 

三 こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第九条第二項各号に掲げる事項 

４ こども大綱に定めるこども施策については、原則として、当該こども施策の具体的な目標及びその

達成の期間を定めるものとする。 

５ 内閣総理大臣は、こども大綱の案につき閣議の決定を求めなければならない。 

６ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、こども大綱を公表しな

ければならない。 

７ 前二項の規定は、こども大綱の変更について準用する。 

（令六法六八・一部改正） 

（都道府県こども計画等） 

第十条 都道府県は、こども大綱を勘案して、当該都道府県におけるこども施策についての計画（以下

この条において「都道府県こども計画」という。）を定めるよう努めるものとする。 

２ 市町村は、こども大綱（都道府県こども計画が定められているときは、こども大綱及び都道府県こ

ども計画）を勘案して、当該市町村におけるこども施策についての計画（以下この条において「市町

村こども計画」という。）を定めるよう努めるものとする。 

３ 都道府県又は市町村は、都道府県こども計画又は市町村こども計画を定め、又は変更したときは、

遅滞なく、これを公表しなければならない。 

４ 都道府県こども計画は、子ども・若者育成支援推進法第九条第一項に規定する都道府県子ども・若

者計画、こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第十条第一項に規定する都道府県計画

その他法令の規定により都道府県が作成する計画であってこども施策に関する事項を定めるものと

一体のものとして作成することができる。 

５ 市町村こども計画は、子ども・若者育成支援推進法第九条第二項に規定する市町村子ども・若者計

画、こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第十条第二項に規定する市町村計画その他

法令の規定により市町村が作成する計画であってこども施策に関する事項を定めるものと一体のも

のとして作成することができる。 

（令六法六八・一部改正） 

（こども施策に対するこども等の意見の反映） 

第十一条 国及び地方公共団体は、こども施策を策定し、実施し、及び評価するに当たっては、当該こ
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ども施策の対象となるこども又はこどもを養育する者その他の関係者の意見を反映させるために必

要な措置を講ずるものとする。 

（こども施策に係る支援の総合的かつ一体的な提供のための体制の整備等） 

第十二条 国は、こども施策に係る支援が、支援を必要とする事由、支援を行う関係機関、支援の対象

となる者の年齢又は居住する地域等にかかわらず、切れ目なく行われるようにするため、当該支援を

総合的かつ一体的に行う体制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。 

（関係者相互の有機的な連携の確保等） 

第十三条 国は、こども施策が適正かつ円滑に行われるよう、医療、保健、福祉、教育、療育等に関す

る業務を行う関係機関相互の有機的な連携の確保に努めなければならない。 

２ 都道府県及び市町村は、こども施策が適正かつ円滑に行われるよう、前項に規定する業務を行う関

係機関及び地域においてこどもに関する支援を行う民間団体相互の有機的な連携の確保に努めなけ

ればならない。 

３ 都道府県又は市町村は、前項の有機的な連携の確保に資するため、こども施策に係る事務の実施に

係る協議及び連絡調整を行うための協議会を組織することができる。 

４ 前項の協議会は、第二項の関係機関及び民間団体その他の都道府県又は市町村が必要と認める者を

もって構成する。 

第十四条 国は、前条第一項の有機的な連携の確保に資するため、個人情報の適正な取扱いを確保しつ

つ、同項の関係機関が行うこどもに関する支援に資する情報の共有を促進するための情報通信技術の

活用その他の必要な措置を講ずるものとする。 

２ 都道府県及び市町村は、前条第二項の有機的な連携の確保に資するため、個人情報の適正な取扱い

を確保しつつ、同項の関係機関及び民間団体が行うこどもに関する支援に資する情報の共有を促進す

るための情報通信技術の活用その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

（この法律及び児童の権利に関する条約の趣旨及び内容についての周知） 

第十五条 国は、この法律及び児童の権利に関する条約の趣旨及び内容について、広報活動等を通じて

国民に周知を図り、その理解を得るよう努めるものとする。 

（こども施策の充実及び財政上の措置等） 

第十六条 政府は、こども大綱の定めるところにより、こども施策の幅広い展開その他のこども施策の

一層の充実を図るとともに、その実施に必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めなければ

ならない。 

第三章 こども政策推進会議 

（設置及び所掌事務等） 

第十七条 こども家庭庁に、特別の機関として、こども政策推進会議（以下「会議」という。）を置く。 

２ 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

一 こども大綱の案を作成すること。 

二 前号に掲げるもののほか、こども施策に関する重要事項について審議し、及びこども施策の実施

を推進すること。 

三 こども施策について必要な関係行政機関相互の調整をすること。 

四 前三号に掲げるもののほか、他の法令の規定により会議に属させられた事務 

３ 会議は、前項の規定によりこども大綱の案を作成するに当たり、こども及びこどもを養育する者、

学識経験者、地域においてこどもに関する支援を行う民間団体その他の関係者の意見を反映させるた

めに必要な措置を講ずるものとする。 

（組織等） 

第十八条 会議は、会長及び委員をもって組織する。 

２ 会長は、内閣総理大臣をもって充てる。 

３ 委員は、次に掲げる者をもって充てる。 

一 内閣府設置法（平成十一年法律第八十九号）第九条第一項に規定する特命担当大臣であって、同

項の規定により命を受けて同法第十一条の三に規定する事務を掌理するもの 

二 会長及び前号に掲げる者以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者 

（資料提出の要求等） 

第十九条 会議は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対

し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。 

２ 会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の

者に対しても、必要な協力を依頼することができる。 
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（政令への委任） 

第二十条 前三条に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。 

附 則 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、令和五年四月一日から施行する。 

（検討） 

第二条 国は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況及びこども施策の実施の状

況を勘案し、こども施策が基本理念にのっとって実施されているかどうか等の観点からその実態を把

握し及び公正かつ適切に評価する仕組みの整備その他の基本理念にのっとったこども施策の一層の

推進のために必要な方策について検討を加え、その結果に基づき、法制上の措置その他の必要な措置

を講ずるものとする。 

附 則 （令和六年六月二六日法律第六八号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行す

る。 

（令和六年政令第二九〇号で令和六年九月二五日から施行） 

   



 

78 

２．子ども・子育て支援法（抜粋） 
（平成２４年８月２２日） 

（法律第６５号） 

（目的） 

第一条 この法律は、我が国における急速な少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化に

鑑み、児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）その他の子ども及び子育てに関する法律による

施策と相まって、子ども・子育て支援給付その他の子ども及び子どもを養育している者に必要な支援

を行い、もって一人一人の子どもが健やかに成長し、及び子どもを持つことを希望する者が安心して

子どもを生み、育てることができる社会の実現に寄与することを目的とする。 

（基本理念） 

第二条 子ども・子育て支援は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという

基本的認識の下に、家庭、学校、地域、職域その他の社会のあらゆる分野における全ての構成員が、

各々の役割を果たすとともに、相互に協力して行われなければならない。 

２ 子ども・子育て支援給付その他の子ども・子育て支援の内容及び水準は、全ての子どもが健やかに

成長するように支援するものであって、良質かつ適切なものであり、かつ、子どもの保護者の経済的

負担の軽減について適切に配慮されたものでなければならない。 

３ 子ども・子育て支援給付その他の子ども・子育て支援は、地域の実情に応じて、総合的かつ効率的

に提供されるよう配慮して行われなければならない。 

 

（市町村子ども・子育て支援事業計画） 

第六十一条 市町村は、基本指針に即して、五年を一期とする教育・保育及び地域子ども・子育て支援

事業の提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画（以下「市町村子ども・

子育て支援事業計画」という。）を定めるものとする。 

２ 市町村子ども・子育て支援事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 市町村が、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、教育・保育を提供するための施設の

整備の状況その他の条件を総合的に勘案して定める区域（以下「教育・保育提供区域」という。）ご

との当該教育・保育提供区域における各年度の特定教育・保育施設に係る必要利用定員総数（第十九

条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分ごとの必要利用定員総数とする。）、特定地域型保育事業

所（事業所内保育事業所における労働者等の監護する小学校就学前子どもに係る部分を除く。）に係

る必要利用定員総数（同条第三号に掲げる小学校就学前子どもに係るものに限る。）その他の教育・

保育の量の見込み並びに実施しようとする教育・保育の提供体制の確保の内容及びその実施時期 

二 教育・保育提供区域ごとの当該教育・保育提供区域における各年度の地域子ども・子育て支援事業

の量の見込み並びに実施しようとする地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保の内容及びその

実施時期 

三 子どものための教育・保育給付に係る教育・保育の一体的提供及び当該教育・保育の推進に関する

体制の確保の内容 

四 子育てのための施設等利用給付の円滑な実施の確保の内容 

３ 市町村子ども・子育て支援事業計画においては、前項各号に規定するもののほか、次に掲げる事項

について定めるよう努めるものとする。 

一 産後の休業及び育児休業後における特定教育・保育施設等の円滑な利用の確保に関する事項 

二 保護を要する子どもの養育環境の整備、児童福祉法第四条第二項に規定する障害児に対して行われ

る保護並びに日常生活上の指導及び知識技能の付与その他の子どもに関する専門的な知識及び技術

を要する支援に関する都道府県が行う施策との連携に関する事項 

三 労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために必要な雇用環境の整備に関す

る施策との連携に関する事項 

四 地域子ども・子育て支援事業を行う市町村その他の当該市町村において子ども・子育て支援の提供

を行う関係機関相互の連携の推進に関する事項 

４ 市町村子ども・子育て支援事業計画は、教育・保育提供区域における子どもの数、子どもの保護者

の特定教育・保育施設等及び地域子ども・子育て支援事業の利用に関する意向その他の事情を勘案し

て作成されなければならない。 

５ 市町村は、教育・保育提供区域における子ども及びその保護者の置かれている環境その他の事情を

正確に把握した上で、これらの事情を勘案して、市町村子ども・子育て支援事業計画を作成するよう
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努めるものとする。 

６ 市町村子ども・子育て支援事業計画は、社会福祉法第百七条第一項に規定する市町村地域福祉計画、

教育基本法第十七条第二項の規定により市町村が定める教育の振興のための施策に関する基本的な

計画（次条第四項において「教育振興基本計画」という。）その他の法律の規定による計画であって

子どもの福祉又は教育に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。 

７ 市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画を定め、又は変更しようとするときは、第七十二条

第一項の審議会その他の合議制の機関を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあ

っては子どもの保護者その他子ども・子育て支援に係る当事者の意見を聴かなければならない。 

８ 市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画を定め、又は変更しようとするときは、インターネ

ットの利用その他の内閣府令で定める方法により広く住民の意見を求めることその他の住民の意見

を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

９ 市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画を定め、又は変更しようとするときは、都道府県に

協議しなければならない。 

１０ 市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを

都道府県知事に提出しなければならない。   
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３．倉敷市こども条例 

平成２３年１２月１６日 

条例第４６号 

目次 

前文 

第１章 総則（第１条―第３条） 

第２章 こどもの主体性の育み（第４条・第５条） 

第３章 大人の役割（第６条―第１０条） 

第４章 基本となる施策（第１１条―第１６条） 

第５章 計画と評価（第１７条・第１８条） 

第６章 国や県などとの協力（第１９条） 

第７章 雑則（第２０条） 

附則 

すべてのこどもは未来の希望であり、わたしたちのまちのかけがえのない宝です。 

わたしたち大人は、日本国憲法や児童の権利に関する条約の理念を尊重し、こどもが健やかに育つこ

とのできる環境づくりに取り組みます。 

 こどもは、こどもの権利を学ぶことによって、自分の権利だけではなく、他の人にも権利があること

を学びます。そこから、自分を大切にする心、他者への思いやり、規範意識等が育まれ、様々な責任を

果たすことができる大人へと成長していきます。 

大人がこどもにかかわるときは、こどもの学び育つ力を尊重し、正面から向き合って、誠実にこども

の声を聞き、信頼関係を築いていくことが大切です。 

そのため、大人は、こどもの模範として行動するとともに、積極的な対話を通じて、お互いにふれあ

いを深め、強いきずなを結び、それぞれの役割と責任を自覚し、協働することによって、次代の地域社

会の担い手としてのこどもが、自立した社会性のある大人として成長できるよう支援に努めていきます。 

 山や海に囲まれた自然に恵まれ、長い歴史と伝統に育まれた文化があり、ものづくりの集積地である

倉敷のまちで、こどもが夢と希望を抱き、自分を愛し、人を愛し、命を慈しみ、健やかに育まれ、大人

になっても、倉敷の地を愛し、安心してこどもを生み育てることができるまちの実現を目指し、この条

例を定めます。 

   第１章 総則 

 （目的） 

第１条 この条例は、大人の役割を明確にし、こどもの育成に関する基本的な事柄を定めることにより、

倉敷市で育つすべてのこどもが幸せに暮らせることを目的とします。 

（言葉の意味） 

第２条 この条例において、言葉の意味は次のとおりです。 

（１）こども １８歳になっていないすべての人その他の心身の発達の過程にある人をいいます。 

（２）保護者 親や親に代わってこどもを育てる立場にある人をいいます。 

（３）学校園等 保育所、幼稚園、認定こども園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校などの

こどもが育ち、学ぶことを目的とするすべての施設をいいます。 

（４）事業者 市内に事務所や事業所を有する個人、法人などで、事業活動を行うものをいいます。 

（５）地域住民 地域に住んでいる人や地域のために活動を行う団体をいいます。 

（基本的な考え方） 

第３条 こどもの育成に関する大人の役割等の考え方は次のとおりです。 

（１）こどもが健やかに育つことができるよう相互に協働します。 

（２）こどもとの信頼関係を築くため、積極的な対話に努めます。 

（３）こどもの健全育成を図るために、大人同士が積極的な対話を行い、共通の認識を持つよう情報

交換に努めます。 

（４）こどもが健やかに育つことのできる環境づくりに努めます。 

（５）こどもの年齢や成長に応じて、こどもの意見を尊重し、最善の利益をもたらすよう努めます。 

（６）こどもの学び育つ力を尊重し、こどもが豊かな人間性を養うことにより、自分で考え、判断し、

その行動に対して責任を果たすようその支援に努めます。 

（７）保護者の子育てをする力を尊重し、安心してこどもを生み育てることができるようその支援に

努めます。 
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第２章 こどもの主体性の育み 

（こどもの主体性） 

第４条 こどもは、その年齢や成長に応じ、様々な責任を果たすことができる大人へと成長するように、

次のことについて自ら学び、考え、行動することに努めます。 

（１）自分を大切にし、他者への思いやりの心を持つこと。 

（２）基本的な生活習慣を身に付け、社会の決まりを守ること。 

（３）社会における様々な活動に参加し、主体的に生きる力を高めること。 

（子育ち支援） 

第５条 大人は、こどもの主体性を尊重し、それぞれの役割と責任を自覚するとともに、お互いに連携 

することにより、次代の担い手としてのこどもが自立した大人となるよう支えていきます。 

２ 大人は、こどもが生活体験、社会体験、自然体験といった遊びや活動を通して、社会への参加を促

すよう努めていきます。 

  第３章 大人の役割 

（保護者の役割） 

第６条 保護者は、こどもの育成に対して、第一義的な責任を有するとともに、家庭がこどもの成長に

大きな役割を果たしていることを認識し、こどもが健やかに育つよう全力で努めます。 

（学校園等の役割） 

第７条 学校園等は、こどもの豊かな人間性と将来の可能性を育む場であることをふまえ、保護者や地

域住民と一体となって、開かれた学校園づくりの推進に努めていきます。 

（事業者の役割） 

第８条 事業者は、学校園等や地域住民が行う子育てに関する活動に協力するよう努めていきます。 

（地域住民の役割） 

第９条 地域住民は、地域がこどもの社会性と豊かな人間性を育む場であることを認識し、 地域の連

帯意識を培いながら、こどもの育成のために相互にかかわりを深めるよう努めていきます。 

（市の役割） 

第１０条 市は、保健、福祉、教育など様々な分野の連携や調整を行うことによって、こどもに関する

施策を総合的かつ計画的に推進します。 

２ 市は、保護者、学校園等、事業者、地域住民がその役割を果たすことができるよう必要に応じて支

援し、相互に連携が図れるよう調整します。 

３ 市は、保護者、学校園等、事業者、地域住民と協働しながら良好な子育ち・子育ての環境を整備し

ます。 

４ 市は、保護者や地域住民などとの対話やふれあいがこどもの育ちに大切なものであることを認識し、

大人とこどもが積極的に対話し、きずなを強める仕組みづくりに努めていきます。 

５ 市は、この条例の趣旨について大人とこどもの理解を深めるため、広報活動に努めていきます。 

  第４章 基本となる施策 

（子育て支援） 

第１１条 市は、保護者が安心してこどもを生み育てることができるよう総合的な支援に取り組みます。 

（相談への対応） 

第１２条 市は、こどもからの相談やこどもについての相談に対し、速やかに対応するとともに、必要

な擁護に努めていきます。 

（虐待やいじめなどへの対応） 

第１３条 市は、こどもに対する虐待、いじめや不審者などによる危害を防ぎ、また、こどもが非行に

走ることを防ぐために、関係する機関と連携を図り、必要な仕組みづくりに努めていきます。 

（家族の日常生活上の世話などを過度に行うこどもへの対応） 

第１４条 市は、こどもが家族の介護その他の日常生活上の世話などを過度に行うことのないよう、関

係する機関と連携を図り、必要な支援に取り組みます。 

（安全、安心な環境づくり） 

第１５条 市は、こどもが健やかに育つための安全で安心な環境づくりに努めていきます。 

（こどもの意見の尊重） 

第１６条 市は、こどもについての施策について適切な情報を提供し、こどもから意見を聞く機会を設

け、自らの思いや考えを反映できる仕組みづくりに努めていきます。 

第５章 計画と評価 

（計画） 
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第１７条 市は、第４章の基本となる施策を進めるための計画（以下「計画」という。）をつくります。 

２ 市は、計画をつくるときは、大人とこどもの意見が生かされるよう努めなければなりません。 

３ 市は、計画をつくったときは、速やかに公表します。 

（評価） 

第１８条 市は、第４章の基本となる施策を有効に進めていくため、計画に沿って実施した結果につい

て評価します。 

２ 市は、計画に沿って実施した結果について評価するときは、大人とこどもの意見を聞きます。 

３ 市は、計画に沿って実施した結果について評価したときは、速やかにその内容を公表します。 

第６章 国や県などとの協力 

（国や岡山県などとの協力） 

第１９条 市は、国や岡山県などに協力を求めて、こどもが健やかに育つための必要な施策の推進に努

めていきます。 

第７章 雑則 

（委任） 

第２０条 この条例について必要な事柄は、市長が別に定めます。 

附 則 

この条例は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則（平成２７年３月１８日条例第１７号） 

この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則（令和７年２月２１日条例第９号） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（関係条例の一部改正） 

以下記載省略 



資料編 

83 

４．策定経過 

 
年月日 実施内容 

令和５年度 

 １１月２１日  

  ２月２２日 

２月  

 ３月  

 

令和６年度 

 ６月  

  ７月 ５日 

７月１６日 

７月２９日 

８月   

   

 

１０月 ５日 

 １０月２１日 

 １０月２５日 

 １１月１３日 

～１２月１２日 

１月 ８日 

  １月１７日 

  １月２３日 

 

 

倉敷市子ども・子育て支援審議会（第２回） 

倉敷市子ども・子育て支援審議会（第３回）※書面開催 

市民アンケート調査（ニーズ調査、こども・若者等意識調査） 

事業所・団体等アンケート調査 

 

 

事業所・団体等ヒアリング 

倉敷市少子化対策推進本部幹事会 

倉敷市少子化対策推進本部 

倉敷市子ども・子育て支援審議会（第１回） 

こども・若者への意見聴取会（グループインタビュー） 

※高校生・大学生（計１回・１９名）、小学生・中学生（計３回・２３

名） 

倉敷市少子化対策推進本部幹事会 

倉敷市少子化対策推進本部 

倉敷市子ども・子育て支援審議会（第２回） 

計画素案のパブリックコメント 

 

倉敷市少子化対策推進本部幹事会 

倉敷市少子化対策推進本部 

倉敷市子ども・子育て支援審議会（第３回） 

 

 
 

   
意見聴取会の様子（高校生・大学生） 
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５．子ども・子育て支援審議会 

 
① 審議会委員 

 

令和５年１１月２１日～令和７年３月３１日 

氏名 所属団体 備考 

味木 沙奈英 倉敷市私立幼稚園ＰＴＡ連合会 ～令和６年６月５日 

塩尻 大輔 倉敷市私立幼稚園ＰＴＡ連合会 令和６年６月６日～ 

池田 眞知子 倉敷市総合福祉事業団  

今城 はるみ 倉敷商工会議所女性会  

大江 克宜 倉敷市民生委員児童委員協議会  

岡本 梢恵 保育園・認定こども園保護者会  

尾跡 ちひろ 市民公募  

木戸 啓子 倉敷市立短期大学 会長 

下宮 好恵 倉敷市児童クラブ運営委員長連絡会  

髙塚 唯史 倉敷市公立幼稚園・こども園ＰＴＡ連絡協議会 ～令和６年５月３１日 

前原 和美 倉敷市公立幼稚園・こども園ＰＴＡ連絡協議会 令和６年６月１日～ 

田﨑 裕美子 市民公募  

津田 隆章 倉敷市民間保育所協議会  

長濱 美根子 くらしき作陽大学 ～令和６年３月３１日 

蓮井 和也 川崎医療福祉大学 令和６年４月１日～ 

林 知佐子 倉敷市保育協議会  

藤原 薫子 倉敷市議会保健福祉委員会 副会長 

松井 祥子 倉敷市私立幼稚園協会  

道久 理恵 倉敷市母親クラブ連絡協議会  

森永 博子 倉敷市愛育委員会連合会  

守屋 恭子 倉敷市公立幼稚園・こども園長会  

薬師寺 真 岡山県倉敷児童相談所  

横溝 信幸 連合岡山西部地域協議会倉敷地域連絡会  

50 音順、敬称略。ただし、同団体委員の場合は団体ごとに任期順に記載。   
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② 関連条例・要綱 

 
○倉敷市子ども・子育て支援審議会条例 

平成２５年３月２７日 

条例第７号 

（設置） 

第１条 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第８条第１項、就学前の子どもに関する教育、保

育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成１８年法律第７７号）第２５条及び子ども・子育て

支援法（平成２４年法律第６５号）第７２条第１項の規定に基づく審議会その他の子ども・子育て

支援に関する施策を調査審議する合議制の機関として、倉敷市子ども・子育て支援審議会（以下

「審議会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 審議会は、次に掲げる事項を調査審議する。 

（１）児童福祉法その他の法令の規定により児童福祉審議会が所掌する事項 

（２）就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第２５条に規定す

る事項 

（３）子ども・子育て支援法第７２条第１項各号に掲げる事務に関する事項 

（４）前３号に掲げるもののほか、子ども・子育て支援に関する事項 

（組織） 

第３条 審議会は、委員２０人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。 

（１）子ども・子育て支援に関し学識経験を有する者 

（２）子どもの保護者 

（３）子ども・子育て支援に関する事業に従事する者 

（４）関係機関又は関係団体から推薦された者 

（５）前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者 

３ 委員の任期は３年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。 

４ 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。この

場合において、臨時委員の任期は、市長が別に定める。 

５ 委員（臨時委員を含む。）は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後

も、また同様とする。 

（会長及び副会長） 

第４条 審議会に会長及び副会長各１人を置き、委員の互選によってこれを定める。 

２ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理す

る。 

（会議） 

第５条 審議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによ

る。 

４ 臨時委員は、当該特別の事項について会議を開き、議決を行う場合は、前２項の規定の適用につ

いては、委員とみなす。 

５ 会長が必要と認めるときは、関係者の出席又は資料の提出を求めることができる。 

（委任） 

第６条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２５年４月１日から施行する。   



 

86 

○倉敷市子ども・子育て支援審議会運営要綱 

平成２５年１０月７日 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、倉敷市子ども・子育て支援審議会条例（平成２５年倉敷市条例第７号。以下

「条例」という。）第６条の規定に基づき、倉敷市子ども・子育て支援審議会（以下「審議会」とい

う。）の運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

（所掌事務） 

第２条 条例第２条第１号に掲げる事項は、次のとおりとする。 

（１）児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第８条第２項に規定する児童及び妊産婦の福祉に

関する事項 

（２）児童福祉法第３４条の１５第４項の規定により意見を聴くこととされた同条第２項に規定す

る家庭的保育事業等の認可に関する事項 

（３）児童福祉法第３５条第６項の規定により意見を聴くこととされた同条第４項に規定する保育

所の設置の認可に関する事項 

（４）児童福祉法第４６条第４項の規定による助産施設、母子生活支援施設、保育所及び児童厚生

施設の設置者に対する事業の停止命令に関する事項 

（５）児童福祉法第５９条第５項の規定による無認可施設の事業の停止命令又は施設の閉鎖命令に

関する事項 

（６）倉敷市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２４年倉敷市条例第５

３号）第２条第１項の規定による児童福祉施設の設置者に対する勧告に関する事項 

（７）倉敷市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年倉敷市条例

第４９号）第２条第１項の規定による家庭的保育事業等を行う者に対する勧告に関する事項 

（８）倉敷市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年倉敷

市条例第６５号）第２条第１項の規定による放課後児童健全育成事業を行う者に対する勧告に関

する事項 

（９）母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和３９年法律第１２９号）第７条に規定する母子家庭等

の福祉に関する事項 

（１０）母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令（昭和３９年政令第２２４号）第１３条の規定によ

る母子福祉資金貸付金の貸付けの停止に関する事項 

（１１）母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第３１条の７において準用する同令第１３条の規定

による父子福祉資金貸付金の貸付けの停止に関する事項 

（１２）母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令第３８条において準用する同令第１３条の規定によ

る寡婦福祉資金貸付金の貸付けの停止に関する事項 

（１３）母子保健法（昭和４０年法律第１４１号）第７条に規定する母子保健に関する事項 

２ 条例第２条第２号に掲げる事項は、次のとおりとする。 

（１）就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成１８年法律

第７７号。以下「認定こども園法」という。）第１７条第３項の規定により意見を聴くこととされ

た同条第１項に規定する幼保連携型認定こども園の認可に関する事項 

（２）認定こども園法第２１条第２項の規定により意見を聴くこととされた同条第１項に規定する

幼保連携型認定こども園の事業の停止命令又は施設の閉鎖命令に関する事項 

（３）認定こども園法第２２条第２項の規定により意見を聴くこととされた同条第１項に規定する

幼保連携型認定こども園の認可の取消しに関する事項 

３ 条例第２条第３号に掲げる事項は、次のとおりとする。 

（１）子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第３１条第２項の規定により意見を聴く

こととされた特定教育・保育施設の利用定員の設定に関する事項 

（２）子ども・子育て支援法第４３条第２項の規定により意見を聴くこととされた特定地域型保育

事業の利用定員の設定に関する事項 

（３）子ども・子育て支援法第６１条第７項の規定により意見を聴くこととされた子ども・子育て

支援事業計画の制定又は変更に関する事項 

（４）子ども・子育て支援法第７２条第１項第４号に規定する子ども・子育て支援に関する施策の

総合的かつ計画的な推進及び当該施策の実施状況に関する事項 

４ 条例第２条第４号に掲げる事項は、次のとおりとする。 

（１）次世代育成支援対策推進法（平成１５年法律第１２０号）第２１条第１項に規定する次世代
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育成支援対策の推進に関し必要となるべき措置に関する事項 

（２）地方自治法施行規則（昭和２２年内務省令第２９号）第１２条の２の２１第２項の規定によ

り意見を聴くこととされた同条第１項に規定する認定に必要な基準の設定に関する事項 

（３）地方自治法施行規則第１２条の２の２１第３項の規定により意見を聴くこととされた同条第

１項に規定する認定に関する事項 

（４）倉敷市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条

例（平成２６年倉敷市条例第４７号）第２条の規定による幼保連携型認定こども園の設置者に対

する勧告に関する事項 

（５）前各号に掲げるもののほか、子ども・子育ての支援に関する事項 

（会議） 

第３条 審議会の会長は、緊急やむを得ない必要がある場合は、当該審議会の委員に対し書面により

意見を求めることにより、会議の開催に代えることができる。 

２ 会長は、会議において、委員が議事に利害関係を有すると認めるときは、当該議事につき、当該

委員の退席を求めることができる。 

附 則 

この要綱は、告示の日から施行する。 
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６．庁内検討体制 
 
○倉敷市少子化対策推進本部設置規則 

 
（目的及び設置） 

第１条 急速な少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化に対処し、安心して子どもを
生み育てることのできる環境づくりを総合的に推進するため、倉敷市少子化対策推進本部（以下
「本部」という。）を設置する。 
（所掌事務） 

第２条 本部は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 
（１）少子化対策及び子ども・子育て支援の企画及び推進に関すること。 
（２）少子化対策及び子ども・子育て支援の環境整備に関すること。 
（３）少子化対策及び子ども・子育て支援の総合調整に関すること。 
（４）子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第６１条第１項に規定する市町村子ど
も・子育て支援事業計画の策定に関すること。 

（５）前各号に掲げるもののほか必要な事項 
（組織） 

第３条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。 
２ 本部長は市長を、副本部長は副市長及び教育長を、本部員は別表第１に掲げる者をもって充て
る。 
（職務） 

第４条 本部長は、本部の事務を総理する。 
２ 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、あらかじめ、副本部長のうち本部長が
指定した者がその職務を代理する。 

３ 本部員は、本部長の命を受け、所掌事務を処理する。 
（会議） 

第５条 本部会議は、本部長が招集し、これを主宰する。 
２ 本部長は、必要があると認めたときは、第３条第２項に規定する者以外の者の出席を求め、説明
又は意見を聴くことができる。 
（幹事会） 

第６条 本部は、その所掌事務の円滑な遂行のため、幹事会を置く。 
２ 幹事会は、幹事長及び幹事をもって組織する。 
３ 幹事長は子ども未来部長を、幹事は別表第２に掲げる者をもって充てる。 
４ 幹事会の会議は、幹事長が必要の都度招集し、これを主宰する。 
５ 幹事長は、必要があると認めるときは、第３項に規定する者以外の者の出席を求め、説明又は意
見を聴くことができる。 

６ 幹事長は、必要に応じ特定の調査又は作業を行わせるため、幹事長の指名する職員をもって作業
部会を設置することができる。 
（庶務） 

第７条 本部の庶務は、子ども未来部子育て支援課において処理する。 
（その他） 

第８条 この規則に定めるもののほか、本部の運営に関して必要な事項は、本部長が別に定める。 
附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 
 
別表第１（第３条関係） 
企画財政局長、総務局長、市民局長、環境リサイクル局長、保健福祉局長、文化産業局長、建設局
長、教育次長 
別表第２（第６条関係） 
市長公室長、企画財政部長、市民協働推進部長、総務部長、市民生活部長、人権政策部長、環境政
策部長、社会福祉部長、健康福祉部長、倉敷市保健所参事、商工労働部長、都市計画部長、教育委
員会事務局参事、学校教育部長、生涯学習部長 
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